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の測量･測定器

賭度と機動性を追求したレベル付トランシットコンパス

高感度磁石分度、帰雰式5分読水平分度、望遠鏡
付大型両面気泡管等を備えて、水準測量をはじめ
あらゆる測量にこの－台で充分対応できます。

望遠鏡気泡管：両面型5.2％ミラー付

磁石分度：内径70％1.又は30目盛

高度分度：全円1.目盛

水平分度？5分目盛O-bac帰零方式

望遠鏡：12倍反転可能

菫雷:13009
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二人が同時視できる最高水準の双視実体鏡

判読作業、討議、初心者教育、説明報告に偉力

を発揮します。眼基線調整、視度調整、Yバラ
ラツクス調整等が個人差を完全に補整します。

へ変換倍率及び視野：1.5×←･M150%

齪璽
3×…ｳｳ75％

230％×230％

6W螢光灯2ケ

8.5kg(本体）
80kg(木製ケース）蕊

標準写真寸法

照明装置

菫童

e‐較詞

J塁藷

(牛方式双視実体鏡） ﾕ昼

屋コンドルT-22Y 雪

たコンピュータ内蔵座標計算式面積線長測定器

直線部分は頂点をボｲﾝﾄするだけ､1ｲ型の場合
は円弧部分も3点のポイントだけで線上をトレー

スする必要がありません。微小図形から長大図面
まで、大型偏心トレースレンズで座ったままのラ

クな姿勢で測定できます｡亨型はあらゆる測定デ
ータを記録するミニプリンターを装備し、しかも

外部のコンピュータやプリンターとつなぐための
インターフェイスを内蔵しています。

〉■直線図形は頂点をポイントするだけで迅速測定
■曲線図形も正確|こ計れる

■面積のほか、線長を同時測定

■縮尺単位を反映して自動計算
■線分解能:005mmの高性能

■コードレス、コンパクト設計
■偏心トレースレンズとダイヤモンドローラー採用

操作性に優れ

、
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■3点ポイントによる円弧処理

■カタカナ表示の操作ガイド

■座標軸が任意に設定できる

■データのナンバリング機能、等

エクスブラン テ一アイ

X-PLAN360d/360i
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国有林の存在意義

つついみちお

筒井迪夫＊
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国有林の歴史文化性 昨今あらためて，国有林の存在意義が論議されているが，私は国有林の存

在意義は国有林の存在自体ｶ習有する歴史文化性を維持し，地域の活性化に資

するところにあると考えている。ここでいう「国有林の有する歴史文化性」

とは，「国有林と人間との長い，深い歴史のきずなで結ばれた文化総体｣と内

容づけておきたい。

国有林は，明治以前から住民との接触の深い森林が多い。それは国有林成

立の沿革ともかかわりあう。明治の初期，国有となった森林は，①領主の持

ち山，②神社,寺の持ち山，③所有者の明定しがたい山，であった。領主や

寺社の持ち山は優良材生産を目的とする山のほか，水源山や土，砂，風止め

山等の災害防止林や風景林等も多かった。所有者の明定しがたい山はほとん

どが「農民の共同山」で，草や薪の採取地か，水源林，災害防備林として共

同管理してきた。以上の国有林の成立沿革は，それらの森林が古くから地元

住民と密接に結合していたことを物語っている')。それらの多くは都市に近

く，孤立した小団地ではあるが，しかし風土に根付いた「歴史文化性」を保

護し維持することは，間違いなく日本の伝統文化の継承と深くかかわるだけ

に，その意義は計り知れないほどの大きさを持っている。以上のような視点

から，国有林の存在意義として，次の2つの面を指摘する。

1歴史的個体としての存在性

国有林は，美しい，安全な自然環境としての森林をつくり，自然を愛し，

尊び，大切にする人々とともに森林を永続的に保持し，管理し，公共の福祉

に役立ってきた存在であること。

2．技術的個体としての存在性

国有林は,①長期的計画に基づき風土に適合した施業技術を実行し,②目

先の収益本位の開発を阻止し，③自然性を永続的に維持しながら経営し，④

国土の安全を常に守りながら管理し,⑤国民の心身の健康を維持し,⑥その

潤いと豊かさを保証することを目的として，機能してきた存在であること。

ドイツにおける国有林
保存論の論拠

＊多摩美術大学/教授

18世紀当時のドイツ諸邦（国）にとって，国有林は国家財政上重要な位置

を占めていた。国の基本財産である国有林の管理経営理論として体系づけら

れたのは9｢|森林経理学｣であった。森林経理学の学問体系は，国有林を対象

林業技術No.5811990.8



として，「毎年，最大の木材生産収入を，継続して上げること｣を最高原則と

して組み立てられていた。国有林から生産される木材は，鉄鋼，塩等と並ん

で邦（国）財政を支える必要不可欠の財源であり，したがって優良な高品質

の木材を，保続的（毎年，一定量を，いつまでも）に生産し，最大の価値を

上げることは国有林の最大の役割とされた。国有林の存在意義もここに置か

れていた。しかし，このように国家財政にとって重要な位置を占めていたに

もかかわらず,19世紀末には国有林の廃止問題が大きな政治課題として登場

した。その理論的根拠となったのは，1776年に発表されたアダム・スミスの

｢国富論｣であったが，それに具体性，現実性を与えたのは，ドイツ諸邦の各

国有林の管理上の困難さと国家財政の窮迫さであった。

ドイツ諸邦の国有林は，従来維持してきた言家産的」な国有林に加えて，

19世紀初めには教会，修道院の森林を国有化し，また19世紀の初めから20

世紀にかけての時代には，農民が古くから利用し，用益権を有していた林役

権地（日本の入会権地に相当する森林）を整理，消除して国有林に加えるな

ど国有林の拡大を図ったがz),国有林の廃止問題は，この拡大した国有林の管

理・経営の困難さから発していた。当時のドイツの国有林には林役権の付加

された森林も多く，林役権を巡る争いや境界争い等の訴訟も多かった。その

管理上の煩雑さに加えて，他に大きな影響を与えたのは，相次ぐ戦乱による

財政難であった。プロシャ，バイエルンでは19世紀初期には戦争の影響で財

政が窮迫しており，新しい財源を求めるのにきゅうきゅうとしていた。国有

林を売却し国債を償還すべしとは，国有林売却論の主要な論点であった。「森

林を民有に売却すれば，植林も行われ，公共の利益も高くなるから」とした

スミスの国有林の売却論は，以上のような政治的，経済的背景の下で，大き

な影響を与えた。

だが，以上の理由により一時燃え上がるように盛況をきわめた国有林売却

論も，その後一転して国有林保存論に変わっていったことも特筆されなくて

はならない。その理由の中には，売却が容易ではないこともあったが，主な

点は次のようであった。

①後世のため，国家は絶対的林地とともに不毛荒廃地を保有し，これに植

林する任務を有するとしたこと

②国土保全のための保安林を造成すべき任務があるとされたこと

とめどもない国有林廃止の進行を目前にして，あらためて国土の安全を守

り，良好な環境を保持する責務が国有林にあることに気づき，またその任務

を実行できるのは，国有林をおいてほかにはないと反省されたのであった。

現在もこの考え方は変わりなく続いている。その中で,例えば1970年に制定

されたバーデンビュルテンベルク州の「森林施業案規定」で，次のように規

定されているのが参考になる。

「森林施業案は,事業区ごとに森林機能調査に基づいて森林の場所的課題に

基づく経営目的を明確に示し，目的要素の順位を決定する。必要に応じてこ

の順位は森林の部分ごとに変えることができる。保全機能と休養機能を損わ

3
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わが国の国有林の公共
的役割

林業技術No.5811990.8

ないかぎり，施業目的は経済と州財政への最高度の寄与を目標とする。目的
さくそう

が錯綜するときには，木材供給ならびに収益を公益的目的の下位に位置づけ

る」と，公益目的の方向を第一義とする姿勢を示し，経営原則も「国有林は

できるかぎり最大の公共の利益を目標として経営する」こと，および「森林

の保全機能が永続的に最高度に発揮できるように，林木収穫の保続性，森林

の保全機能と休養機能の均衡ある永続的な実現に努力する」こととして，国

有林の経営目的が公共性，保続性の維持，実現にあることを明確に示してい

る3)。

国有林は最大の公共の利益の達成を目的とすること，目的ｶﾖ錯綜するとき

は公共目的を優先すること,この2つの趣旨は,現在のドイツにおける州(国）

割氷の存在意義を，明確に示したものといってよいであろう。

わが国の国有林の管理･経営目的を示した明治32年（1899）の「国有林施

業案編成規程」では，施業案は「森林ヲ法正ナル状態二導キ其ノ利用ノ永遠

二保続スルノ目的ヲ以テ」編成すべきものとした。この方針は，成長量だけ

の収穫による厳正保続の維持を求めたものであった。19世紀から20世紀の

半ば(明治～昭和20年代)のこの時期は民有林業は未成熟であり，国有林は

わが国木材生産の多くの部分を担っていた。しかし，全木材生産量の中に占

める国有林生産量の割合の高かったこの時期であっても，国有林には次のよ

うな使命が課せられ，国有林もまたそれにこたえていた。

①価格のいかんにかかわらず，国民経済の安定や地元産業の振興,維持の

ため，必要資材の継続的な一定量の供給をしていたこと（事例，昭和7

年農山村経済更生事業として簡易委託林，農村工業等）

②価格高騰のときは,大量に供給して市場が過熱するのを防止してきたこ

と

③民間にはない貴重材，大材の要請にこたえてきたこと

④大火等の災害の際には，救難材供給を続けたこと(事例，昭和42年能代

市大火の際復興資材として84,000㎡特別払い下げ，同47年の大火時

には付近5営林署で541.35㎡の備蓄材放出）

⑤地元雇用機会として一定量の伐採を行い,地域の活性化を維持する役割

を果たしてきたこと

⑥戦後の緊急開拓時のように緊急の際は，常に開発予備地として役立てた

こと（未墾地開放した面積は，昭和21年約2,300ha,22年約19,000

ha,23年約166,000ha-以下略一であった）

⑦昭和36年（1961）当時のように，物価抑制のため緊急増伐を求められ，

こたえたこと（昭和36年，400万㎡，37年400万㎡増伐）

その他，類似した多くの事実は省略するが‘)，その多くはたとえ「企業性」

といっても，公共的色合いの濃い，あるいは制限された｢企業性」（公共的企

業性と名付けてもよいか）の性質を有していたことが特徴であった。この点

についても，注:1）に示した数多い事例がそれを証明している。



以上のような国有林の管理経営の歴史と人間との交流の文化史的意義は，

別の面から見れば，国有林を核とする歴史的文化風土を国有林が維持する責

務のあることを示しているということができる。わが国国有林の最大の特色

は,1000年を超える森林文化の歴史を培う「文化風土」の根幹となり，森林

文化社会の核となっていることの多いことである。住民の生命の安全を守り，

生活を支え，情操を豊かにし，社会慣習や風俗を特色づけた等，文化風土を

形成するうえで国有林の果たしてきた（いる）役割の大きさについては，別

に今まで多くの事例を紹介してきたが5)，この森林文化社会の核として機能

してきた国有林の歴史性を維持し，その目的に従った適正な管理をすること

により，後世の「歴史の審判」にこたえることが，何にもまして「現在の大

事」ではないかと思う。それには物ではなく人，財政ではなく文化を重視し

た国有林管理と経営の視点を確立すること，また，国民の側から国有林のあ

り方を考えることが肝要である。

国有林には，収益を上げる『経営実行体」としての機能と，歴史文化性を

継承する「歴史的個体」としての機能の2つの機能を，同時に果たすことが
かっとう

求められているが，現状はその両者の葛藤現象が国有林自体の存在意義を覆

い隠している状態といって言い過ぎではない。この葛藤現象をなくすための

方策として，例えば会計制度の仕組みを「収益会計」と「公益会計」の2つ

に分別するとか，経営実行体としての機能と歴史的個体としての機能とを分

別するとか，あるいは地元市町村の管理に移せとか，さらに別の視点から民

営に移せとかのさまざまな具体的な提案も出されている6)。これらの問題に

ついてのここでの検討は，紙数の余裕もないので省略するが，しかしどのよ

うな対応をとるにせよ，国有林の歴史文化性を尊重し継承するという前提は，

最小限の「国民的合意事項」として確立すべきであろうと思われる。

＜完＞

注:1)都市近郊の国有林の果たしている役割を3つのタイプに分けて示してお

こう

i都市に近い孤立した小団地であっても歴史文化性の高い森林

①大和三山････日本人の故郷という親愛感を持つこの国有林の歴史的風

土の保存を心がけて，風致維持に努力（奈良営林署）

②三面．．…町の産業として江戸時代から大切にされてきたrサケが寄

る魚付け林」の保護管理を継続して実施(村上営林署）

③箕面……市民に親しまれる，潤いに満ちた森林空間としての｢明治

の森」づくり方針を進める（神戸営林署）

④高尾･････東京都民の庭として,歴史学習の森とか保健体育の森等を

整備し,平成の時代の要請にこたえる(高尾森林センター）

ii都市に近く，歴史文化性も高く，国土保全上も重要な森林

①嵐山……古都の代表的風致として1000年有余にわたり市民に大切

にされてきた美観の維持と防災に務める（京都営林署）

②男体山･･･…永年の治山事業により山崩れを防ぎ,緑をつくって御神体

山の尊厳と,国際的に知られた美観を維持(宇都宮営林署）

文化風土の維持

f一

K）
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③眉山……水と緑の町づくりを目指す島原市の都市づくりに不可欠

の裏山（眉山）の治山工事に永年にわたり努力（長崎営林

署）

iil都市に近く，歴史風土性も高く，保健休養上，価値の高い森林

①筑波……眺望の山,信仰の山としての古い歴史を尊重し，文化景観

としての森林景観の美を維持する施業を実施（笠間営林

署）

②加賀海岸･･･…江戸時代から続けられていた海岸飛砂防備林の造成を継

承し，住民の生活環境の保護に努力（金沢営林署）

③秋田海岸……江戸時代中期からの海岸飛砂防備林造成事業を継承し,能

代市民たちの安全と発展に寄与（能代営林署）

④桜島……数十年にわたり桜島の治山事業に全力を傾け,住民の生命

の安全と地域産業の環境保全に務める（鹿児島営林署）

2）筒井迪夫：「森林組合論」(全国森林組合連合会,平成2年7月刊)，末尾付
録I,参照

3）カール･ハーゼル著，中村三省訳‘「林業と環境｣，日本林業技柳噸会，昭

和54年

4）この点については，注1）に示した諸事実，ならびに筒井迪夫「緑と文明

の構図｣，東大出版会，昭和60年を参照されたい

5）筒井迪夫：日本林政の系譜，地球社，昭和60年１
１
５
６ 注4）参照

林業技術No_5811990.8
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秋山智英

＜特集＞国有林一国民生活への寄与

木材増産指向期の国有林経営
－昭和30年代の緊急増伐を中心として－

1．まえがき

昭和30年代初期といえば「もはや戦後ではな

い」という名文句の下に，わが国が今日の経済大

国へと発展する幕あけの時期であった｡この30年

代は，安定的な経済発展を目指して，長期的観点

に立った経済運営が強く求められ,｢経済自立5カ

年計画」をはじめとして，「新長期経済計画」「所

得倍増計画」など，各種経済計画が相次いで策定

された時代であり，まさにわが国の高度経済成長

路線がいやが上にも盛り上がっていった時期であ

ったといってよい。

このような情勢下にあって，林業分野はどのよ

うな状況にあったか振り返ってみると,｢林業は木

材の経済的供給という国民的要請に十分対応して

いない。木材需要は構造変化を続けながらも増大

するから，これにこたえねばならない」と指摘さ

れたり，「林業の企業化と国有林の増伐可能な経

営」が強く要請され，その構造的改革が求められ

ていた時代であった。

当時，私は林野庁駆け出しの時代で，いわば無

我夢中のころであったが，今，この時代を振り返

ってみると，まず，思い起こされることは，国有

林が時代の要請にこたえて構造改革に踏み切り，

｢国有林生産力増強計画｣を策定したことや，昭和

36年の木材価格の暴騰時に，緊急増伐を断行し，

木材価格の沈静化に貢献したことなどである。こ

れらの施策は，いずれもわが国経済の高度成長に

伴って木材需要が急増した時代に，国有林が国民

的要請にこたえて断行した一連の施策であると認

識しておく必要がある。

’

現在，国有林野事業は，21世紀に向けて総力を

上げて経営改善に取り組んでいる。このような時

期であるだけに,30年前に，これらの施策がどの

ような背景の下に打ち出され，国民生活にどう影

響を与えたか，についてもう一度振り返ってみる

ことは，意義のあることであろう。以下，木材増

産指向期の国有林経営と題して，その時代の社会

的背景と具体的実績について述べてみたい。

2．国有林生産力増強計画の策定

（1）計画策定の背景

昭和30年代の初期は，「もはや戦後ではない。

これからの経済成長は，近代化と技術革新によっ

て与えられる」といわれていた。当時は自由市場

経済における景気の波を安定させて，高度成長へ

の道をばく進させるために，長期観点に立った経

済政策の展開が強く求められていた。

昭和30年下期から32年の上期にかけて，有史

以来の好景気といわれた神武景気が到来し，高度

成長への気運がいっそう高まっており，各種産業

は生産規模拡大のための投資が本格化し，就業機

会も急増して年々100万人を超える雇用増がみら

れるほどであった。この雇用の供給源は，農山村

であったため，農山村からの人口流出は増加の一

途をたどっていった。その結果，生産性の高い分

野と低い分野との所得格差が浮き彫りになり，労

働集約的な低生産性部門では，労働力不足や賃金

コストの上昇などの懸念が増大し，その対策に追

われることとなった。

当時，林業を取り巻く情勢として特記すべき事

項を列挙すると，

林業技術No.5811990.8
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①農山村からの労働力流出が林業に厳しくの

しかかり，賃金の平準化傾向が侵透するにしたが

って，生産性を上回る賃金上昇という現象が現れ，

木材価格を押し上げるところとなった。そのため

に，林業の後進性を打破して所得格差の是正に取

り組まざるをえない状況下にあった。

②高度成長に伴って木材需要が増大の一途を

たどっていったが，当時は国際収支の制約が厳し

く，木材は原則として自給自足態勢にあった。戦

後の木材輸入は,昭和23年から始まり漸次増加し

ていったものの，輸入材の主体は，米ヒノキや米

マツの大径材，ラワン大径材などの特種材であり，

一般材の供給はほとんど国産材で賄われていた。

そのため，木材需要の増大に対しては，国有林材

を中心とした国産材によって対処せざるをえず，

木材供給力の増強策は焦眉の急を告げていた。

③林業生産は,概して非弾力的な性格が強いた

め，生産性対策が立ち遅れており，わが国の経済

の要請にこたえていくためには，生産の近代化と

技術革新を強力に堆進することが要請されていた。

そして，その先導的役割は，わが国で最大の林業

事業体である国有林が果たさなければならないよ

うな情勢下にあった。

たまたま,昭和29年9月に発生した洞爺丸台風

は，北海道国有林に未曽有の大被害（風倒木の材

積2100万nf)をもたらした。そして，その処理対

策については，官民一体となり約4カ年の歳月を

費して，ほぼ所期の目的を達成して終了をみたの

であるが，この風倒木の処理過程において，大規

模伐出および大規模造林の実施，機械化作業の進

展，専業労働力への移行等，経営近代化への素地

が遂次つくられつつあった。そこで，林野庁にお

いては，この経験を生かして全国有林について構

造改革を実施すべく，国有林生産力増強計画（林

力増強計画）の策定に踏み切ったのである。

（2）林力増強計画の策定

この計画の目標は，木材需要の増大に対処して，

国有林の生産力を飛躍的に増強すべく，経営の長

期体制を確立することに置かれていた。そのため，

土地生産性の高い森林構造に改造することを基本

林業技術No.5811990.8

目標として，施業計画の抜本的改正や伐採，造林，

製品生産，林道，治山の各事業について合理化を

行い，生産性の向上を図って，資本を効率的に運

用しながら国有林経営を拡大再生産の軌道に乗せ

ようと企図したのである。

また，この計画の推進を通じて将来増加するで

あろう成長量を引当てにして，当面の木材生産を

増大させ，需給緩和を図るとともに，所得の増大

と生産性の向上によって，賃金コストの上昇をカ

バーし，労働力の安定にも寄与しようとしたので

あった。

1）具体的目標

①森林の成長量を今後40年間に倍増すること

を目標に，老齢過熱林と低質広葉樹林を成長旺盛

な人工林に転換し，人工林面積を110万haから

320万haに拡大する。

②これを基礎として，年間の収穫量(立木材積）

を遂次増加し，30年後には2175万m'まで引き上

げる。

③幹線林道網44,0001mを開設し，それによっ

て未開発林295万ha(蓄積5億㎡）を生産地化す

る。

④林木品種を改良し，技術的に成長を促進さ

せ，かつ，生産期間を合理的に短縮させる。

以上が具体的目標であり，これらの目標を達成

するために，国有林野経営規程をはじめ関係諸規

程を改正し，その構造改革を積極的に推進するこ

ととしたのである。

2）経営規程の改正

林力増強計画は，一種の長期的見通しであり，

これを具体化するためには，国有林野経営規程の

改正が不可欠であったので昭和33年に規程を全

面的に改正し，同年度から実行に移したのである。

改正の骨子について述べると次のとおりであった。

①経営の単位を従来の営林署単位の経営区か

ら，数署管内を統合した経営計画区に拡大する。

②経営計画区を営林署単位の事業区に分ける。

③林地を経営目的によって第1種，第2種,第

3種林地に区分し，これに応じて施業上の取扱い

を定める。



④収穫保続の単位としていた作業級を廃止し，

施業方法の標準化のための施業団を設ける。

⑤伐期齢は，ほぼ従来どおり収穫量最大の時期

を基準として決定する力曾，経済性を考慮して定め

る。

⑥標準伐採量は,経営計画区ごとに成長量を基

準として定めることとするが，改良を要する林分

が多い場合には，長期にわたる収穫保続に支障の

ない限度において，これを補正して成長量を上回

ることができることとした。

このような経営規程の抜本的改正によって，国

有林材の増産を可能とする制度が確定したので，

直ちに昭和34年度(北海道国有林は風倒木処理と

の関連で33年度)から具体的実施に踏み切ったの

である。

しかしながら，林力増強計画は，実施後わずか

に3カ年で昭和36年の木材価格の暴騰という緊

急事態に遭遇し，国有林のいっそうの増伐対策が

打ち出されたため，見直されることとなり，その

座を木材増産計画に譲ってしまったのである。し

たがって，その後の国有林野事業は，木材増産計

画に基づいて事業が進められていったのである。

ただ，ここで指摘しておきたいことは，両計画と

もその基本となっている経営仕組みについては，

33年に改正された経営規程に基づいて策定され

ているので，性々にして両計画を混同しがちであ

るが，施業計画の基礎となっている収穫保続の考

え方については，基本的に異なっているので，こ

の点については後述する。

3．木材価格安定緊急対策と木材増産計画

（1）木材価格の動向

木材の需要量は，国民経済の発展に伴って年々

増加の一途をたどり，昭和35年度には5342万㎡

となり，戦前の基準年次とされた9～11年の約2

倍に達したのである。

昭和35年に入って木材価格の騰勢は,独歩高を

なし，日銀卸売物価指数(27年基準)が平均で101

であったのに対し，木材は同年7月の154から上

がりはじめて,翌36年4月には197に達したので

ある。この価格高騰の火付け役は，建築用の仮設

9

用材であり，次いで一般用材，パルプ用材へと広

がっていった。しかも木材の騰貴率を見ると，製

材よりも素材，素材よりも立木が高く，先高必至

の様相がはっきり現れていた。

池田内閣は，昭和35年12月に「国民所得倍増

計画」を閣議決定のうえ，公表した。この計画を

達成するためには，物価騰貴の抑制が大前提であ

るだけに，木材価格の騰貴は大きな障害となり，

政府として看過するわけにはいかなかった。

そのため，36年2月の経済閣僚懇談会におい

て，速やかに木材価格抑制策をとることが決定さ

れ，林野庁が立案した「木材対策について」とい

う木材価格抑制対策を閣議決定のうえ，2月21日

に公表したのである。

当時の国有林では，国民経済に対する木材供給

という面では，「木材のより多くの，かつ，継続

的，安定的供給と国土保全という国民経済的使命

を担う」という考え方をその根底に据えていた。

したがって，国有林の伐採は，この枠内で行われ

なければならないと考えられていた。

ところが，当時のマスコミは，この考え方を保
た“えいて週

守的,退嬰的な考え方であると批判し，「速やかに

国有林を増伐して,木材価格の鎮静化に努力せよ」

という意味のアピールが毎日のように行われ，紙

面をにぎわしていた。

この年の7月に就任した河野農林大臣は，強力

な指導に乗り出し，林野庁に立案させた「木材価

格安定緊急対策」を8月の閣議決定に持ち込み，

大々的に発表したのである。

（2）木材価格安定緊急対策

この対策においては,昭和36,37年度の総需要

量が,35年度の実績に対して,素材で2010万㎡増

加する見込みであるので，これを賄うために，国

内生産量870万m§（立木で1200万nf),外材輸入

600万nf,廃材チップ使用量540万㎡,それぞれ増

加させる必要があるとして，次の対策を講ずるこ

ととした。

l)国有林対策

①36～37年度に合計800万㎡の増伐を行う。

②値上がりの特に著しい中小丸太については，

林業技術No.5811990.8
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極力既定計画の振替伐採を行い，また，輸送販売

量を増加するとともに，販売方法についても適切

な措置を講じ，市価の安定を図る･

2）民有林については，減税措置等によって

400万nfの増伐指導を行う。

3）輸入については,36～37年に約600万㎡の

増加を目標とする。

このような措置が強力に推進されたため，8月

下旬には，緊急出荷材を積んだ営林署のトラック

の列が連日のように東京都内を行進し，市況安定

化へのムードを盛り上げていった。

9月に入って第2次の自由化促進計画大綱が定

められ,10月には南洋材，北洋材以外の全製材品

を自由化するなどの措置が次々と講ぜられていっ

た。

このような一連の緊急対策力輔ぜられる一方に

おいて，33年下期から続いた岩戸景気がようやく

終息傾向を示してきた。そのため，10月に入って

木材市況が刺上し，国産材供給については，国有

林材以外は伐採が手控えられはじめ，計画量を大

幅に下回る結果となった。

これに対して，外材は大量に輸入が続行され，

米材は前年の4倍と激増し，その他の外材につい

ても，ラワン材1．2倍，北洋材1．4倍など軒並み

に増加したのである。

この36年を契機として,これまでの一般用材の

供給型態は変貌するところとなり，国産材による

自給自足態勢は終焉を告げ，いよいよ外材主導型

時代の幕あけとなったのである。

（3）木材増産計画の策定

林野庁は，木材価格安定緊急対策を踏まえて，

36年までに，林力増強計画を改定して，それ以上

の増伐を主眼とする国有林木材増産計画（木増計

画）を策定した。

この木増計画では，

①単位面積当たり植栽本数の増加，林地肥培，

林木育種，植付け・保育方法の集約化等による人

工林の質の向上，

②奥地林の早期開発のための林道網の拡充，

③機械化の促進，
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等を図ることにより，年平均収穫量を増加させる

こととし，36～40年度には2228万㎡,66～75年

度には2644万㎡を見込んだのである｡この収穫量

は,林力増強計画に対比して18～23％も増大させ

る計画量であった。

「国有林における木材増産計画｣(昭36.8.24,林

野庁)によると，「今度の増産計画もその性格は生

産力増強計画と同一であり，また，基本的考え方

は変わっていない。その後の造林技術の発展，木

材需要構造の変化，需要量の増大等客観情勢の変

化を折り込んで発展的に改訂されたものである」

と述べられている。

しかしながら，計画策定上の基本的事項におい

て，両計画には大きな相異点があったことを率直

に認めなければならないであろう。特に重要な点

は,｢その後の造林技術の発展を折り込んで発展的

に改訂した」という点である。

造林技術の発展の程度は，林力増強計画策定時

の昭和32年と木増計画策定時の36年とでは大き

な差異はないと見るのが妥当であろう。にもかか

わらず,木増計画では学識経験者で構成された｢造

林推進協議会」の議を経たとはいえ，植栽本数の

増加，林地肥培，林木育種等の技術がいまだ実施

の緒についたばかりの段階で，その成果が十分に

実証されていないにもかかわらず，これらの新技

術の成果を先取りして収穫量の増加を期待し，

18～23％の増収を見込んだのである。

かくして，40年代中期まで増産態勢が続くわけ

であるが，事業実行過程において，皆伐跡地の人

工造林地の成育状況が木増計画で期待したとおり

にいかなかったため，国有林の畜積内容は漸次悪

化していき，その後における国有林経営を苦しく

させる要因となっていった。

また，木増計画では耐寒性，耐湿性の樹種，品

種を導入することにより，目標人工林面積を10万

ha増加することとし,330万haとしたが，その実

行過程を見ると，このことが高寒冷地の不成績造

林地をつくった原因の1つになったのではないか

と考えられる。

本来，林業経営のように，その生産に長期間を



要する土地生産業においては，その育成過程で自

然災害等を受けるおそれがあるので，長期生産計

画を策定する場合には，育林技術上の安全性の原

則を，より重視して策定しなければならない。昭

和36～37年の緊急増伐は,国家的要請に基づく臨

時増伐であり，いわば林力を超えた伐採量であっ

たと見てよく，計画策定にあたっても，蓄積経理

上からも，そのような考え方に立った措置がなぜ

とられなかったのか，理解に苦しむところである。

その後の国有林野事業を巡る情勢を見ると，

①外材輸入の激増，

②生産性を上回る賃金の上昇，

③減速経済下での需給の緩和，

④労使紛争の激化，

⑤要員問題，

⑥国有林野事業の財務事情，

⑦自然保護問題など幾多の困難な問題が台頭，

これらの問題が複雑に絡みあって国有林野事業に

影響を与えたため，国有林は苦難の道を歩むこと

となった。

国有林における施業方針について抜本的見直し

がなされたのは,｢国有林野における新たな森林施

業」が定められた昭和48年になってからであっ

た。

これらの経緯については，さらに掘り下げて分

析すべきであろうが，本題から外れるので，指摘

するだけにとどめておく。

4．事業の実績と林政協力事業

（1）事業の実績

木材増産計画の実施に伴って，伐採量は著増し，

昭和30年に1570;73nfであったものが,36年には

2150万nfとなり,40年には2300"nfに達した。

事業量の増大に伴って，直営生産による伐出部

門では，機械化が促進され，チェーンソー，集材

機等各種林業機械が積極的に導入されるとともに，

実情に即した技術開発がなされ，昭和39年には，

伐木造材の98％，集材の91％が機械作業によっ

て実行されたのである。

また，全幹集材作業や生産ユニット方式など，

新しい技術体系も遂次開発され，実行に移されて
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生産性も向上していった。

造林事業について見ると，昭和30年に47,000

haであったものが年々増加していき,36年には

75,000ha,40年には88,000haに達し，国有林に

おける人工造林全盛時代を迎えた。

造林技術面では，地栫えおよび下刈作業に刈払

機除草剤が導入されるとともに，林地肥培が採

用されるなど作業の合理化，能率化が進められて

いった。

しかし，一方において，高寒冷地における大面

積皆伐跡地の造林地の一部に不成績造林地が発生

したり，北海道の風衝地に植栽されたカラマツ造

林地に先枯病が発生するなど，技術面で新しく対

応を迫られる問題も起こってきた。

総じていえば，この時代に造林された人工林の

大部分は順調に成育し,現在20～30年生の若齢林

となっている。しかし，いまだ伐期に達しないた

め，直ちに国有林の戦力とはならないものの，21

世紀においては，その力を十分に発揮しうるもの

と期待されている。

林道事業については，それまで主流を占めてい

た森林鉄道を自動車道に積極的に改良するととも

に，車両の大型化，スピード化等に対応して，林

道の構造規格，規模なども拡充されていった。

その結果，自動車道の総延長は，昭和30年に

9,400kmであったものが,40年には2万I(mを超え

るところとなり，各種事業の動脈としての役割を

果たしていった。

この時期の国有林経営は，このように事業量の

増大に伴って，機械化が目覚ましく進展し，これ

らの事業を通じて民間林業の先導的役割を果たし

ていたといってよかろう。

（2）林政協力事業の実施

昭和33年4月,分収造林特別措置法の成立にあ

たって,付帯決議として，「国有林の資金と組織を

活用し，民有林の生産の増強に対し，積極的に寄

与する」ことが採択された。

林野庁は，これにこたえて，従来からの林政協

力事業に加えて，新しい協力事業を次々に推進し

ていった。昭和34年からは，国有林と民有林が併

林業技術No.5811990.8
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存し，開発の遅れている地域を対象として「関連

林道事業」を開始するとともに，林木育種事業に

ついては，国有林野事業特別会計(以下特別会計）

で一元的に運営することとし，一般会計で設置さ

れた2育種場（九州・関西）の有償所属替えを受

けるなど，国・民有林を通じた林木育種事業を積

極的に拡充していった。

また，この年，市町村への造林資金貸出制度の

創設に伴って，特別会計から農林漁業金融公庫へ

の出資財源7億円，林業関係公共事業の拡充財源

として3億円,合計10億円を一般会計に繰り入れ

たのである。

昭和35年には,伊勢湾台風の被害発生を契機と

して制定された治山治水緊急措置法に基づいて，

特別会計の中に，一般会計による民有林治山事業

費の収支経理を行う治山勘定を新設し，民有林直

轄治山事業等の経理上の区分を明らかにし，事業

の合理化を図った。

その後も林政協力事業については，制度的に整

備を図っていったが,昭和36年,特別会計法の一

部改正を行い，林政協力事業を国有林野事業自体

の投資として行うものと，利益処分として行うも

のとに区分することとした。この改正によって，

毎年度の純利益の1/2ずつを内部留保のための利

益積立金と外部処分のための特別積立金とに区分

して積立て，林政協力のための所要額は，毎年度，

特別積立金を取り崩して一般会計に繰り入れるこ

ととなったのである。その実績を見ると，36年度

に23億円，37年度に30億円,38年度に42億円，

39年度に50億円と年々増加していき,42年度ま

でに総額285億円に達したのである。この資金の

中でもっとも多額を占めたものは，森林開発公団

への造林出資金であり，次いで農林漁業金融公庫

への出資金であった。

このように，木材増産指向期の国有林野事業は，

事業の拡大に伴って，各種の林政協力事業を積極

的に推進し，民間林業の発展に寄与していったの

である。

（あきやまともひで・森公弘済会/理事長）

第2回海外林業視察

中国の林業視察と武夷山を訪れる旅
平成2年10月6日

10

6日（土）

10日間

視察先概要

～15日（月）

･武夷山…5県にまたがる広大な武夷山脈。

･武夷山自然保護区･木材生産を主とする森林の利用・開発を行っている。1979年に保護区として指定を受ける。

特に“広葉樹”“馬尾松”の人工林・天然林が特色。木本類1,500種，植物2,500種。

･武夷山風景地区…そそり立つ奇岩群の眺望と，その間を流れる川の清水が売りもの。竹イカダによる川下りは古

くから全国に知られている。この地区のレクリエーションの拠点となるべき施設を整備中。

･中国林学会関係者･･･各地にて，中国林学会関係者と意見交換を行う予定。

･福建省林学会･･･林学院（4年制大学）・林業技術コンサルタントセンター。林学科研究所等の機関が中心に林業の

普及活動を行っている。

･特産品･･･シイタケ・松やに・白キクラゲ・黒キクラゲ・油ぎり・タンニン・孟宗竹・鉄観音・ウーロン茶等。

旅行代金395.000円，申込み締切平成2年8月中旬，募集人員30名（最少催行人員20名）

･申込み・問合せ先…JTB海外旅行虎ノ門支店，〒105東京都港区西新橋1－5-13(第8東洋海事ビル4F),

TEL：03-504-0981,FAXfO3-504-3671.1627,営業第2課桑田グループ担当（西村・大
橋・菅原）

企画主催／（財）林政総合調査研究所後援／林野庁旅行主催／日本交通交社

林業技術No.5811990.8
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＜特集＞国有林一国民生活への寄与

荒廃地の復旧
一国有林の治山事業一

13

梶山正之

Ⅱ

’

1治山事業のプロフィル

(1)海岸林の造成と煙害地の緑化

「このマツ林を伐ることはできない」「なに－，

国家存亡の時じゃ，軍が必要としとるのだ。営林

署長は日本人か／」「いや，伐るわけにいかぬ。こ

のマツ林は人家と耕地を守る大切なものだ。これ

を守るのも国のためです」高知県大方町の入野松

原国有林力§軍用敷地として強制伐採されようとし

たが，時の中村営林署長は頑として拒否した。そ

のおかげで今日では延長41mの立派なマツ林が地

域の人々のいこいの場ともなって親しまれているc

海からの強い風と塩分，おびただしい飛砂など

厳しい自然の猛威から当時の農漁村を守る方法は，

海岸防風林の存在が唯一の方法であった。これは

藩政時代からも行われていたが，明治以降は国有

林がこの海岸のマツ林を守り，さらに砂丘を固定

し森林の造成を続けてきた。

北海道は桧山支庁の砂坂，日本海岸を北から青

森県の屏風山，能代，本庄，酒田，鶴岡の海岸林

や，佐賀県唐津の虹の松原，鹿児島県の吹上浜，

宮崎県の一シ葉海岸，前記の入野松原など大規模

な海岸林の多くは国有林として維持されていると

いっても過言ではない。原子力発電所のある東海

村のマツ林もかつて水戸営林署が苦労して造成し

たものである。森林生態学の河田燕博士のお供を

してこの砂丘を歩いたのは，戦後間もないころで

あったが，先生自ら砂丘の造成を指導し，植生の

遷移を海岸砂地造林で実証されていたように覚え

ている。秋田営林局では富樫兼治郎氏(経営部長）

が，いわゆる秋田方式（このほかに茨城式，鳥取

式があった）で海岸砂地造林に情熱を傾け，今日

では1,300haのみごとな海岸林となっている。

厳しい風と砂の移動に対する堆砂垣，静砂垣の

設置と森林づくりに国有林治山のひとつの源が見

いだせる。

秋田県北部の小坂鉱山による煙害地（十和田：

十和田営林署管内を示す。以下同じ)は50,000ha

に及び,激甚地も3,000haに達している。その荒

涼とした風景は，映画「人間の条件」のロケ地に

なったことでも想像されよう｡明治40年の営林局

員の報告書に「煙霧の濃厚にして刺激力の猛烈な

る1回の来煙ごとに被害の程度を著大ならしめる

如く」とある。秋田営林局は昭和24年から治山事

業を進めたが，一木一草もなく至る所に山崩れが

あり，また酸性化した土壌とその下部の堅盤層に

悩まされ，大変な苦労をしたが，植栽樹種にニセ

アカシアを選び，工事と並行して約300万本を植

栽した。

今日では大きいものは樹高15mに達し,往時の

面影は見られなくなり，小坂町では毎年6月にア

カシア祭りをするほどにすっかり復旧した。

土地を固定し土砂を抑止するハードな面と，植

生を回復させるソフトな面の組合わせが治山事業

である。このような技術の結集が足尾銅山の煙害

地に取り組む大間々営林署の足尾治山の姿である。

足尾の煙害は鉱毒事件としても有名で，煙害地

の治山は明治30年(1897)に始まり，以来断続的

に行われてきた。戦後は昭和22年から再開され，

昭和28年からは隣接する民有林も直轄事業とし

て取り組んだ｡煙害は前記小坂町と軌を一にして

林業技術No.5811990.8
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写真･1眉山における施工状況

いるが，社会的問題としては何十回か国会の問題

として取り上げられている。地形の急峻さ，岩石

風化の激しさ，強酸性の土壌，肥料分の欠乏した

浅い表土，強風と寒気という厳しい気象条件，こ

れらが足尾の復旧を阻んでいる大きな要素である。

これに対して，前橋営林局の川端勇作氏の考案に

よる植生盤工法は，復旧の成功を示唆した。この

工法をさらに発展させた植生袋工法，さらにはヘ

リコプターによる種子散布等々，各種の方法によ

って今や1,200haの緑がよみがえっている。この

緑は多くの人々の長年にわたる苦闘の実りを示し

ているようである。

(2)火山性荒廃地の治山事業

眉山を見ずして九州の治山を語るなかれ，とい

われる眉山（長崎）は，長崎県島原市の背後にあ

る。寛政4年（1792）の噴火以来，絶えず崩壊を

続け，その土砂は島原市市街地を脅かしている。

治山事業は大正5年以来行われているが，谷止工，

堰堤工はすぐ土砂で満砂となる。このため，土砂

の流送方向を制御し分散する千鳥型配置の谷止工

などの工法がとられ，土砂との闘いが続いている。

眉山の荒廃は火山性崩壊地といわれるもので，

火山灰，火山礫，それと火山山体の崩壊と侵食で，

極端にいえば，山体が平準化するまで土砂が生産

され流送される厄介なものである。

火山性崩壊地は有珠山（室蘭)，羊蹄山ゞ (倶知
安)，岩木山(弘前)，男体山*(宇都宮)，大山(倉

林業技術No.5811990.8

吉)，白山（金沢)，鶴見岳(大分)，桜
■

島宰（鹿児島）（＊印は民有林直轄事業

などが危険に瀕した事件は，まだ人々

の記億に残っている。この緊急復旧は河川，砂防，

治山が連携を取りながら，まるで戦場のようなす

さまじさで進められた。

国有林は総額25億円の巨費を投じ,下流への泥

流の抑止を図ったが，近来にない大規模な緊急事

業として特筆すべきものであった。

2．治山事業の歩み

国有林の治山は林政統一（昭和22年）以前に

は，きわめて大規模な崩壊地の復旧のほか，海岸

防災林の造成などを行っていたが，全般的には低

調で，それだけに治山技術者も少なく，執行体制

も貧弱であったが，林政統一に伴い，当時の農林

省直轄治山の担当者が直轄事業所とともに営林局

に分散配置された。農林省直轄治山は，民有林の

施工困難地あるいは二府県にまたがるものについ

て国自らが行っていたもので，担当者は多くの経

験と技術を持ち，全国の治山の推進力となってい

た｡その人たちのうち約60名が各局に配置された

ので，各局はにわかに事業と陣容が整えられた。

ここにおいて営林局は国有林はもとより，民有林

の顕著な荒廃地の復旧という重責を担うこととな

った｡昭和22年に国有林野事業特別会計法が制定

され，国有林の治山は特別会計で賄うこととなっ

たが，直轄治山の事業費は一般会計から支出され

た。昭和22年から24年にかけて襲来したカスリ

ン，アイオン，デラ，キティ台風は，各地に大災

害をもたらし，北上川（北上，一関）赤城山（沼
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表｡l会計・年度別推移

菫肩再 41

対象 10大流域

一般会計 2/3

特別積立令引当資金 1/3

事業勘定 48億円

42

同左

同左

同左

53億円

43

同左

20億円
3/3

58億円

44

同左

20億円
3/3

72億円

田，大間々）などは激甚であった。国有林特別会

計発足後間もないころで，収支は苦しいときであ

ったため，25,26年度に大規模で特に公共性の強

い箇所を指定し，その復旧に一般会計が投入され

た。

昭和28年の全国大水害を契機に,内閣に治山治

水対策協議会が発足し,昭和29年には保安林整備

臨時措置法が制定され，民有保安林の買入れおよ

びこれに対する治山事業を国有林が実施すること

になった。買入れとその治山事業は，当分の間特

別会計の負担で行い，不足するときは一般会計か

ら繰入れができることというやり方である。32年

に国有林治山5カ年計画,35年には治山治水緊急

措置法の制定があり，国有林を新たな「十カ年計

画」に沿って治山事業を計画的に実施することと

し，10カ年間の投資規模は367億円とした。

昭和40年度から第2次治山5カ年計画に入る

が，特別会計は収入の伸び悩み，人件費の増大な

ど苦しい状態となっていたため,10大流域の山地

治山施設に一般会計が導入された。すなわち,10

大流域の国有林治山を治山勘定とし，所要財源の

2/3は一般会計,1/3は特別積立金引当資金の取崩

しによった。この制度は昭和42年までで，その後

は特別積立金引当資金の取崩しのみとなり，さら

に47年からは一般会計が導入され，昭和58年以

降国有林治山は，全額治山勘定で実施されること

になった。

治山5カ年計画は，第7次5カ年計画（昭和

62～平成3年）となり，民有林，国有林を含めて

1兆9700億円の投資額が見込まれている｡森林に

対する多様な要請特に山地災害水源かん養，保

45

同左

2鴨ｺヨ

88億円

46

同左

22億円
3/3

103億円

47

75流域

12億円

20億円

61億円

48 49 50

全流域 同左 同左

100億円 105億円 125億円

60億円 62億円 67億円

注』概念的に整理したもので，金額も概数である

健休養の面で，国有林の果たすべき使命はますま

す多岐にわたり，治山事業もまたこれにこたえる

べくそれなりの推進が必要である。

国有林治山は昭和28年ごろは｢経営治山｣と｢公

共治山」という考え方が検討された。すなわち経

営治山は，国有林の企業的な面から当然実行しな

ければならないものをいい，公共治山は企業的な

面からは施行の対象とならないが，公益上施行せ

ねばならないものである。経営治山は例えば大面

積皆伐に対する予防治山的なものや，造林地の保

全，林道の保全など経営活動に伴うもの，あるい

は国有財産の維持的なものが事例として挙げられ

る。このようなことから，経営治山の範囲に入る

ものは全体的に少なく，公共治山に大きなウエイ

トがあった｡昭和40年の中央森林審議会の答申以

後，国有林治山事業の公共事業としての本質論に

立脚した一般会計の拡大の要求が出され，さらに

昭和46年の林政審議会の｢国有林野事業の改善に

ついて」の答申，昭和51年に出された昭和50年

代前期経済計画」では，国有林治山も民有林治山

と同様に「国土保全部門」に位置づけられたこと

など，国有林治山の性格および費用負担のあり方

が検討され,それらの結果表.lのような経過とな

った。

国有林治山は昭和22年以降,北海道以外の営林

局では陣容が整備され，さらに民有林直轄治山を

実行することによって飛躍的に技術力も向上し，

またこれらの実行を通じ技術者の養成が行われた。

北海道の各局は治山では後進的であったが，道外

からの要員の配置転換などによって,昭和32年以

降遂次整備された。昭和25年に大阪営林局,前橋

林業技術No.5811990.8
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台風による赤城山一帯(前橋)，東海道

線および交通動脈の確保を図る由比地

すべり（東京)，北九州門司の災害(熊

本)，阿蘇の水害（熊本)，小豆島（高

知),などは災害の緊急復旧を主体とし

たものであり，桜島(熊本)，羊蹄山(函

館)，男体山(前橋)は，火山性崩壊地

を代表するものである。新潟，長野，

静岡，徳島，高知，佐賀，長崎など日

本の地すべりの代表的現場も10地区

を超えている。

由比地区の地すべりは，静岡県由比

町にあって危険地も含めて242haが

地すべり防止区域に指定されている。

この地区は古来有数の地すべり地であ

ったが,昭和23年7月のアイオン台風

時に約75,000nfの土砂を押し出し,下

部にある東海道線を遮断した。このた

め，日本の大動脈たる東海道線が8時

写真･2由比地区｡白線で囲まれた①の部分は林野庁所管の間にわたって不通となった｡G.H.Q(連
地すべり防止区域を示す（由比の地すべりより）

合軍司令部）は輸送路の確保を重視し，

営林局に,昭和28年にはその他の内地局に治山課林野庁に地すべり対策工事の実施を指示した。東

が設置され，昭和32年には札幌，旭川両営林局京営林局は直ちに局直轄の由比治山事業所を設置

に，38年帯広営林局，39年函館,北見両営林局にし，堰堤工，暗渠工，杭打工，排水工などを行っ

設置され，北海道もすべて陣容を整えることになた。資材輸送はインクライン，索道を用い，かつ

った。動力源は電力に求めた。

3．民有林直轄治山事業のあらましと実行例地すべり工法は旧直轄時代も行われていたが，

民有林直轄治山事業は,前述のとおり昭和22年重要な保全対象を守るため，幾多の検討が重ねら

以降営林局に引き継がれたが,昭和22～34年までれた。工事の特異なこと，資材輸送方法が目新し

を各局ごとにその箇所数を見ると，青森(3)，秋いことなどから，見学者が絶えなかった。当時の

田（8），前橋（20)，東京（14)，長野（7），名参議院議長河井弥八先生は掛川のご出身だが，東

古屋（5），大阪（27)，高知（11)，熊本（5）の京への往復の途中数回単身で現場に来られ，我々

100カ所となっている。をビックリさせた。昭和30年度に総工事費1億

昭和35年以降は，北海道（1），函館（2），青1000万円で，いちおう概成した。

森（3），秋田（3），前橋（3），東京（4），長概成後は，静岡県において治山事業を進めてい

野（2），名古屋（3），大阪（5），高知（4），たが，昭和36年3月再び大規模な地すべりが発

熊本（2）の32カ所が加えられた。現在は107力生,120万㎡の土砂が動いた｡第2次の由比地すべ

所が概成し25カ所を施工中である｡これらの箇所り直轄事業に着手し，主任には監査官を充てた。

は，いずれも直轄事業として採択されているので，不安定な大量の土砂を排土することが方針とし

それぞれに特色のある施工地であるが，アイオンて定められ，その排土は海岸に埋立て，現在国道

林業技術No.5811990,8
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写真･3加奈木のつえ（佐喜浜川水源地）の
復旧工事完了直後（高知営林局史）

1号の道路敷となっている｡この工事も昭和40年

度に総工事費13億用をもって概成した。ところ

が,昭和49年7月7日の台風8号によって地すべ

りによる土石流が発生し，政府は「由比地区地す

べり対策技術委員会」を設置し，今後の方針を定

め，全体計画額を130億円とした。これによって，

第3次の由比地すべり直轄事業が行われる.ことと

なった。また伊豆大島地震を契機として，「地震対

策調査｣も昭和54年から進められ，今日を迎えて

17

いる。

桜島地区(鹿児島）は，昭和47年9月以来活発

化した火山活動に伴う火山灰の堆積と崩壊地の発

生によって，台風ごとに土石流が起こっている。

この北斜面一帯を民有林直轄事業地として昭和

51年度より着手したが,活火山地帯における治山

事業として，特に注目されている。

4．おわりに

国有林は戦前から蔵王（山形)，佐喜浜（野

根)，前述の眉山(長崎)，鶴見岳(大分)，大山(倉

吉）などの治山事業を営々として行っていた。林

政統一以降，国の治山治水政策に即し国有林内の

保全を図り，また民有林直轄事業の計画と実行を

続けてきた。この紙数では到底書ききれないくら

い多くの成果を収め，その間数多くの苦闘の歴史

でもあった。治山は事業の実行のみでなく，保安

林の維持管理，森林施業と国土保全策の調和，開

発行為の規制，民有林，河川，砂防との協調など，

きわめて多面的である。また技術面においては，

直轄事業を通じ治山事業のバックボーンにならね

ばならない責務を持っている。関係者のますます

の健闘を祈りつつ筆を置く。

(かじやままさゆき・日本林業技術協会/技術指導役）

引用文献

1）国有林治山事業の概要(平成元年6月）：林野庁業務第

一課

2）59長野県西部地震から3年：長野営林局治山課

3）林士連20年の歩み（昭和55年11月）：日本林業土木

連合協会

4）森林土木ひとすじ（平成元年6月）：若江則忠

5）函館営林局・青森営林局・秋田営林局・高知営林局・

熊本営林局の各局史

平成2年度『空中写真セミナー」開催のご案内
期間

会場

研修人員

参加費

平成2年10月22(g)～26日悶申込方法平成2年10月5日までに所定の申込書(本

日本林業技術協会会にありますので返信封筒に切手貼付のう

25名（先着順）え請求ください）に記入のうえ，日本林業

30,000円技術協会研修室あて送付のこと。

※本セミナーについての詳細は本会・研修室へお問い合わせください。

林業技術No.5811990.8
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＜特集＞国有林一国民生活への寄与

＝崔1■

ー卓

屋 夫

地域振興への寄与

1はじめに

国有林と地域社会（地元）の関係を巡る問題は

古くして，常に新しい。すなわち国有林の地元問

題は多くの場合，一方では歴史的経緯を引き継ぐﾞ

形で提起され，他方では過去の出来事の単なる繰

り返しではなく，それぞれの時代的背景の下で新

たな課題を持って出現する。国有林の生成と展開

の過程を見れば，その歴史は絶えず地元との協調

と対抗を基底に抱えており，同時に国有林の動向

は地元の社会経済に少なからぬ影響を及ぼしてい

る。つまり，国有林と地元は相互規定的関係にあ

って，それらの歴史的所産として現在の状況が形

成されている。こうした関係は今後いっそう強ま

ることはあっても，解消することはないだろう。

この意味で，国有林の地元問題は古くして新し

いといえるのであるが，本稿では，主として国有

林サイドに立って，国有林は地元振興のためにい

かに寄与してきたかを概括して，編集部の要請に

こたえたい。なお,対象は20世紀後半と限定され

ているが，必要に応じて若干沿革にも触れざるを

えないことをお断りしておく。

2戦後の未墾地・牧野としての開放

国有林と地元を結び付けるきずなないし連結環

は多岐にわたる。また，それぞれが持つ役割は時

と所によって同じではない。だが，もっとも普遍

的で重要なのは，土地を巡る関係であるといって

よい。

まず，戦後の日本が直面した深刻な食糧難と失

業に対する一石二鳥的施策として総司令部の勧告

に基づき緊急開拓政策が登場し，1945年末，軍用

林業技術No.5811990.8

地と国有林を対象に155万haの開墾用地を確保

し,100万戸を入植させる計画が閣議決定された。

当時はまだ農地改革は始まっておらず，民有林に

は手が付けられなかった。山林・開拓両局長連名

の通達には「国有林野は能う限り急速にこれを開

放するものとする。開放箇所はおよそ農耕開発に

適するすべての地域とする」とある。国有林にい

かに大きな期待がかけられていたかがうかがわれ

よう。

だが，開拓予算が伴わなかったこともあって，

この事業は計画ほどには進捗せず，しだいに尻つ

ぼまりになった。とはいえ,46年から54年までに

国有未墾地として24万8000haが農地局に所属

替えされ,うち15万5900haが開拓者に売り渡さ

れた実績は，軽視されるべきではない。

一方，牧野としても国有林は開放された。戦前

から馬産用の貸付制度があったが，戦後，牧野の

認定を巡って畜産局と林野庁は対立し，結局，樹

冠疎密度0.3以下が開放の対象とされ,51～53年

度に16万6000haの国有林が畜産局に移管され

た。それは畜産サイドの要求水準をかなり下回る

ものの，国有林にとっては痛手であった。

こうして解放された林野が戦後の農業発展を促

したことは疑いない。だが，その後転売されたり，

宅地やレジャー用地に転用されたり，再び林地化

している例もしばしば見聞する。

3．林野整備と合併市町村への売払い

次に，51年制定の国有林野整備臨時措置法に目

を向けよう。それは国有林の戦後史を語るうえで

のトピックスの1つで，長い前史がある。すなわ



ち，国有林の成立を巡るトラブルを背景に，19世

紀末から再三にわたって国有林の下戻しを求める

請願や訴訟が繰り返され，国有林サイドも所要の

対応策を講じてきていたが，20世紀初頭，度重な

る凶作と不況の下で，極度に窮乏した東北地方の

農山村の救済，振興を図るべく，東北出身の内相

(後に首相)原敬の肝入りによって，全国に威力を

持つ財界と政界の巨頭らを網羅する東北振興会が

組織され，検討の結果，国有林・御料林の偏在是

正つまりそれらの地元所有と利用の拡大が提言さ

れたのであった。政・財界首脳からいただいたこ

のお墨付は保守派にもあった国有林奪還論を権威

づけ，以後，この運動が東北地方のいわば悲願と

して定着し，昭和恐慌後の農山漁村経済更生にあ

たっても東北では国有林問題が最重要視されたり

した。

こうした風潮が戦後の混乱，荒廃，窮乏の中で

再燃し，東北7県知事会議の決議を口火に言論界

や政界の運動へと広がり，50年,東北地方国有林

野特別措置法制定の請願が衆議院を通り，内閣に

送付された。これに危機感を抱いた林野庁はそれ

に対抗する形で,対象を全国に広げ,「国が経営す

ることを必要としないもの」に限る趣旨の国有林

野整備臨時措置法案をまとめ，51年，共産･労農

両党を除く各派共同提案によって成立させ，東北
てんまつ

の勢いを消し止めることに成功した。その顛末に

関する資料は公刊されており，筆者も当時の緊迫

した模様をつづったことがあるので詳細は割愛す

る。

ともあれ，この法律によって，同法が失効する

54年度末までの短期間に13万8000ha,約90億

円の国有林が地元市町村，都道府県，その他（主

として集落）の優先順位で売り払われ,5,200ha

の国有林と9,500haの民有林が交換され,その収

入をもって76年度までに5万2000haの民有林

を国が買収した。ちなみに法律制定当初の計画に

対する実績の比率は,売払いが60％,交換が43％

であり，地域別ではいち早く林野整備を求めた東

北地方が相対的に低かった。まことに皮肉な結果

というほかはない。

19

さらに，53年施行の町村合併促進法において，

合併町村の基本財産造成を目的とする国有林の売

払いまたは交換の制度が設けられた。この法律は

3年間の時限法であったが，失効直前に新たに新

市町村建設促進法が5年間に限って施行され，国

有林の処分制度は継続された｡両法律に基づき66

年度までに約4万ha,160億円の国有林が地元市

町村に売り払われた。

林野整備および町村合併によって地元に帰属し

た国有林の現況をマクロにとらえることは難しい。

おそらく，大多数は制度の趣旨に則して所期の成

果を上げているに違いないが，中には逸脱してい

る例も目につく。いずれにせよ，国有林処分後に

おいて木材価格と地価は急激に上昇したため，地

元市町村は思わぬ利益を上げたという指摘は，一

般的傾向としてうなずける。

4．国有林解放運動と活用法

60年代に入って，国有林の地元問題は新たな局

面を見せた。まず，61年制定の農業基本法を背景
ひょうぽう

に畜産と果樹作の選択的拡大が標傍され,国有林

が対象地としてねらわれた。加えて東北地方を中

心に戦前からくすぶり続けた国有林解放の火種が

またもや燃えだし，63年,青森県を先頭に全国18

の道県を含む組織が結成され，政党，知事会，町

村会，地方議会，各種団体などを巻き込んだ政治

運動へと発展した。こうした動きに対して農林事

務次官通達，営林局審議機関の設置，中央森林審

議会答申などの措置が講じられたが，燃え盛る炎

を消すことはできず，むしろ大きな社会問題とし

て世上をにぎわした。

国有林の活用（活用という言葉が使われ始めた

のは，このころからである）については，与野党

間や関係団体間ばかりでなく，政府与党内部にも

意見の対立があり，66年に発生した「黒い霧」事

件によって事態はより複雑になったが，好余曲折

の末，67年,林野庁の手で国有林野活用法案を国

会に上程，以来，審議未了と継続審査を繰り返す

こと6回，ついに71年，自民･民社の賛成,社会・

公明・共産の反対の下で可決成立した。法律の内

容は，活用方式は従来と変わらないが，それを積

林業技術No.5811990.8
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極的かつ適正に推進すること，そのために用途指

定や寅戻特約を付けたこと,売払代金の25年以内

の延納を認めたこと，活用による収入の使途を定

めたことなどがポイントであった。

ともあれ,活用の実績は63年の次官通達から法

施行前の70年までに約5万ha,法施行後の

71～79年に約2．1万haで,80年代に入ってから

はさらに減退している。苦労して法律はできたも

のの，「六日の菖蒲，十日の菊」の感は禁じえな

い。

5．共用林野・部分林・貸付使用・産物供給

前世紀未に制定された国有林野法は51年に全

文書き改められた。主な改正点は，委託林に代わ

る共用林野制度の創設，部分林規定の詳細化，保

管林制度の廃止，境界確定方式の変更など地元関

係に集中しており，旧法の抽象的かつ恩恵的な色

彩を払拭し，国有林の地元利用をある程度権利と

して認めたことに意義があった。

まず，委託林制度は旧法制定当初から設けられ

ていたものの，実質的には前述の東北振興会の動

きを背景に20年に委託林設定方針が定められ,特

に経済更生運動の一環として簡易委託林制度が発

足したことによって拡大したのであるが，旧慣の

存在が前提となっていた。これに対して新法に定

められた共用林野は，自作農創設特措法において

営農目的で他人の林野に使用収益権の設定ができ

るようになったこととも連動して，地元住民の権

利として設定されることになった。その設定面積

も52年度末に普通共用林野1,000ha,薪炭共用

林野1万ha,簡易共用林野42万ha,放牧共用林

野1．2万haであったのが,57年度末には上記の

順に12万ha,6.2万ha,164万ha,29万haと

激増し，ほぼ今日の水準に到達している。

次に部分林は，戦前のそれは旧慣に基づくもの

が圧倒的で，戦時中に盛んになった各種記念部分

林を除けば，いわゆる新設部分林はきわめて少な

かった｡そこで林野庁は53年に国有林野地元施設

推進要綱を定め,①経営案に予定されていない箇

所であっても，部分林を設定して差し支えない，

②里山の薪炭林施業地域は,つとめて部分林に切
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り換える，③市町村の基本財産造成目的の部分林

を認める，④林野整備臨措法の適用が少なかった

地域に特に配慮する，⑤電源開発や駐留軍への用

地提供者に部分林を新設する，といった積極方策

をとることとした。60年代中期からの林業構造改

善事業や山村振興対策においても，部分林拡大の

方向が貫かれた｡その結果,52年に3．9万haにす

ぎなかった部分林面積は63年には6．8万haに

なり，79年には12万haと急伸し，その分布は全

国各地に広がった。

さらに，国有林の貸付・使用および産物供給に

目を転じよう。前者に関しては近年公共または公

益事業関係が増え，またレジャー用が目立つとは

いえ，地元住民の生業と生活のための貸付・使用

も依然として少なくない。後者に関しては，かつ

て主流を成していた薪炭原木はもとより，一般用

材の供給も山村経済にとってきわめて大きな役割

を果たしていた。しかも，これらの産物供給は通

常縁故特売のため価格は安く，加えて，個人では

なく地元団体を対象としていたので，経済的利益

とともに地域社会秩序を維持するという社会的効

果もあった。今日ではこうした状況は大幅に減少

しているものの，代わって，国有林に賦存されて

いるさまざまな資源が，地域特産物の開発や村お

こし事業などに役立っている例が見られる。国有

林地元利用の新たな形態として評価されよう。

6．就労の場の提供

雇用を通じても国有林と地元は結ばれる。もと

もと，造林・伐出・林道などの諸事業をはじめ日

常的な管理を含めて国有林経営のほとんどすべて

が地元住民によって担われていた。というより，

地元からの雇用なくして国有林経営は成り立たな

かった。上述の土地や産物を巡る関係も一面では

労働力の調達機構としての役割が課せられていた。
きょうあい

他方,地元にしても相対的に狹隙な労働市場の下

で国有林への就労は，貴重な現金収入源となって

いた。一部には専業的な国有林労働者も形成され

ていたが，零細な農業との兼業による就労は，必

ずしも恵まれた労働条件ではなかったにせよ，格

好の就労機会であった。



ところが，高度経済成長の過程でこの関係は急

激に崩れた。山村からの大量の労働力流出に加え

て，土建をはじめとする各種産業の山村進出によ

って，地元の就業構造は一変し，国有林就労の持

つウエイトは低下した。換言すれば，国有林の労

働者確保は困難になった。だが反面，国有林では

54年の洞爺丸台風をきっかけに夏山･機械化体系

に移行し，従来からの農閑期・裸手型労動力では

なく，専業的な熟練労働力を求めるようになった。

こうして，両サイドにおいて雇用を巡る密着的関

係を緩める力が作用した。具体的には事業規模の

拡大を伴いつつ，臨時不安定雇用から常時安定雇

用へ，地元請負から直営方式へといった変化が見

られた。ちなみに定員外職員のうち日給制職員の

延べ雇用量は65年1384万人日と大きく，その大

部分は地元から調達されていたと見てよい。また，

雇用区分別構成比は65年に常用21％，定期43

％,臨時36％であったのが,72年にはそれぞれ48

％，37％，15％と変化しており，上述の傾向の進

行力§確かめられる。

しかし国有林は,73年の森林施業方針の転換を

契機に増産指向に終わりを告げ，また財務状況の

悪化の下で減量経営への移行を余儀なくされた。

それに伴って労働力問題は大きく様変わりした。

労使関係ばかりでなく，地元社会にもさまざまな

影響を及ぼした。依然として進行する過疎化によ

って，民有林の労働力事情は量的にも質的にも困

難の度を増しつつあるのに対して，国有林では要

員規模の大幅な削減が迫られるといういわば矛盾

した状況が出現しているのである。
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7．おわりに

国有林は以上のほかにも林道の開設，地元交付

金制度などを通じても地元振興に寄与している。

そればかりでなく，本誌所収の木材需給の安定，

公益的機能の発揮，技術開発の各分野も直接間接

地元振興に大きく寄与する。それらのトータルと

して本稿の課題はとらえられなければならない。

ところで，今後の地元振興対策において重視さ

れるべきは，上述のような土地，産物，労働力と

いった物的条件のみならず，むしろそれ以上に地

元振興に欠かせない各種の情報の提供でなければ

ならないと考える。いうならば，ハード面からソ

フト面への重点の移行が必要である。

幸いにして国有林従事者は，本来高い知識と技

術を備え，行政面でも優れた能力を有し，地域振

興の企画力や行動力においても勝っている。少な

くとも建前上そうであるはずであり，現実にその

ような期待がかけられている。それにこたえるの

が情報である。換言すれば，人的な面での地元と

の協調ないし一体化であり，それを基礎にしてこ

そ情報も生きたものとなり効果を発揮する。

かつて，国有林は合理化，近代化を追求するあ

まり，地元振興を第二義的に扱った結果，いわゆ

る「国有林の地元ばなれ」を起こしたと批判され

たことがあった。このことについての反省に立っ

て，地元に対して「情」を持って「報」いること

こそ，文字どおり「情報」の基本であり，こうい

う意味を込めた「情報」を，これからの地元振興

対策の中心に据えるべきであると考える。

（もりいわお・島根大学農学部/教授）

－＜1991年版＞林業手帳・林業ノートについてのお知らせ－

■林業手帳予定表・日記欄は前年どおり，付録資料は整理統合して，より見やす
くいたします。

■林業ノート 1991年版から，林業手帳同様会員には無料で配布することにいたしま

した。付録資料等は，林業手帳との重複を避けるための整理をいたし

ます。
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林 寛

機械の開発と機械化の推進

1はじめに－戦争終結,林政統一と機械化の背景

日華事変・太平洋戦争の勃発によって，大きな

空白を余儀なくされた林業の機械化が，再び息を

吹き返すのは，戦争の終結と，それに続く林政統

一・国有林野事業への特別会計制度の導入による。
ひっぱく

異常インフレ等による財務運営の逼迫から，事業

合理化の必要に迫られ，機械化によるコストダウ

ンが至上命令の状況にあった。現在の国有林と状

況はよく似ている。本稿は，ここから観察を進め

ることになるが，技術史的なものはすでに‘‘日本

林業技術協会編：林業技術史”あるいは“小沼・

大河原：伐出機械と作業方法の変遷林業技術，

S58.6"があるので，ここでは主要な機械につい

て，その開発と普及を担当された諸先輩の力をお

借りして，歴史に汗の匂いを加えることができれ

ばと考えている。

2.航空機から集材機へ

(1)航空機の技術とウイッセン集材機

終戦直後には，森藤鉄工所（現・森藤機械製作

所）など，戦前からの林業機械メーカーによって

集材機の生産が行われていたが,平和によって｢ツ

バサを失った」中島飛行機の後身，現在のイワフ

ジエ業の前身である富士産業の参入によって，に

わかに活気づくことになる。

「林業機械の使用現場は,人里離れた辺境の地で

あり，一度空中に飛び立ったらパイロットまかせ

という航空機と類似している」という基本概念の

下に，高性能化・軽量化によって作業の容易化を

図るため，モノコック構造の採用など航空機の技

術が次々と導入されていった。
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開発された機械は国有林に導入し，各現場で試

用されるが，当初は故障も多く，その結果を参考

に次々と改良が加えられていった。機械，特に林

業機械はこの過程を担うものの存在が重要である。

こういった集材機開発に画期的な刺激を与えた

のは，国有林が,昭和26年に輸入したウイッセン

集材機である。当時の関係者は「戦中の空白期を

ドッキリさせるような機種だった。重錘なしで下

がる荷かけフック，スパンの長大化，スカイライ

ンの中間支持，機体の軽量化･スマートさetc」と

語られている。この機械そのものは，上げ荷方式

など日本の作業条件に適応できなかったが，国内

のメーカーに数多くの示唆を与えることになり，

その後の集材機の開発に果たした役割は大きい。

特に，係留搬器の技術は，長野局・三殿署（現・

南木曽署）開発のコレクタに発展するなど，多く

の優れた機器を生んでいる。

昭和30年代に入ると,国産集材機が成熟期を迎

え，各社各機種が出そろうことになる。各営林署

で順調に作業が進められるようになると，様子を

見ていた民有林にも，しだいに普及が始まる。r民

間業者は，率先して新しい機械を購入することは

しない。国有林の情勢をそっと見ていて3～4年

すると購入し始め，7～8年で円熟期に入る」と

いうことである。

(2)集材の機械化を支えた全幹・全木集材方式

機械の性能が安定し，本来の能力が発揮される

ようになると，それに見合った作業方法が考えら

れるようになる。生産性・安全性ともに優れた特

徴を持つ全幹・全木集材は，まずトラクタ集材か



ら試みられ,昭和30年の北見局を皮切りに，昭和

32年には青森・前橋･長野局に波及したが，昭和

33年には，早くも長野･東京局で架線集材への適

用が実施されている。

その後長野局では，昭和34年から35年にかけ

て，架線による全幹集材の実施事業所を拡大し，

昭和36年には全署での全幹集材を開始した｡これ

らの成果を見て,国有林では昭和37年から原則と

して，機械集材は全幹ないし全木集材の方式で実

行する方針をとったので，各営林局に普及すると

ともに，民有林においても実行され始めた。

この方式の推進者によると，前橋局・碓氷峠付

近での小規模実験，長野局・妻籠署での本格実験

を経て，前記･昭和33年の事業的導入へとつなげ

たという。「結果については,労働組合への遠慮も

あって，公表したものはない」ということだった

が，“農林水産奨励会：日本林業の展望(HI)"に

次の記述が見られる。

「人力集材から機械集材に移ることによって，

作業単位である作業班の編成にも変化がみられ，

それまで6～12名で編成されたものが5名に

なった｡薮原営林署では36年から全幹集材が本

格的に実行されており，手間がかかり作業者の

怪我が起り易い造材作業を伐倒現場で行わない

ので，工程が改善され労働生産性をたかめたと

いう事ができる。……1台当り事業量は3719

㎡，1日当り288㎡であった。この数字は現在

でもなかなか達成出来ない高いレベルにあるが，

当時の民有林にはとても考えられない数字であ

った」

3.チェーンソーの功罪

(1)チェーンソーの導入と効果

昭和21年に，富士産業･三鷹工場で，米軍が使

っていたものをモデルに，林業用を目的とした2

人用チェーンソーC-11型が試作され，続いてC-

12型･C-13型などの改良機種が出された。実用化

には至らなかったが，これらの試用結果を踏まえ

て開発されたのが,C-21型である。「この機種は

“三つ紐切り"の伐倒ができるように工夫されたも

の」で，鋸部と動力部をフレキシブルシャフトで
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連結したものであった。「ダガー(短刀）と名付け

たが，ワンマンソーが米国で現れていたかどう

か？我々はまだ知らないころであった」といわれ

ている。

初期のツーマンソーは100～300台のオーダー

で国有林に導入されたが，いずれも伐倒用として

は，まだ未完成で｢薪切り用程度のもので」「鯨の

解体用には2～3年使われた」もようである。し

かし，昭和29年の台風で発生した,北海道の風倒

木の処理のために，大量に輸入された米国製チェ

ーンソーによる刺激を経て，この開発の蓄積が，

昭和31年の1人用チェーンソー・ふじラビット

CL-22型に結実し，民間にもこのころからチェー

ンソーが急速に普及し始める。

さらに，昭和38年には共立農機（現･共立）の

国産チェーンソー，エコー80が発表されるが，こ

の時期に，国有林における伐木造材作業の機榔上

率もほぼ100％に達している。それとともに，手

鋸作業の重労働を表現した“杣の一升飯”は伝説

となっていった。

(2)振動障害の発生と克服

能率の向上と消費エネルギーの軽減など，著し

い成果を上げつつあったチェーンソーは，思わぬ

壁に遭遇する。昭和40年に,NHKテレビ「白ろ

うの指」で，手持機械の振動に起因するレイノー

氏現象が指摘され，大きな労働問題となり，チェ

ーンソーの振動騒音を画期的に低下させることが，

緊急の課題となった。

このため，国有林を中心にいろいろな工夫が提

案されたが，結局，エンジンおよび切削部とハン

ドル部を防振ゴムでフロートさせるという方法が

もっとも有効と判断され，国有林の依頼を受けた

林業試験場が振動測定・指導を行い，各メーカー

が改良を加えるといった方式で対策が進められた。

その結果,図･1に見るように急速な改善が見られ

ている。昭和30年代のものと比較すると，差はよ

り大きく1/10～1/30である。

一方，エンジン部の低振動化についても検討が

進められた。“ロータリーエンジン"を採用したチ

ェーンソーは，ヤンマーディーゼルが開発を担当

林業技術No.5811990.8
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図･1振動加速度値および騒音レベルの年次別変化

写真．lリモコントラクタ（47年）

ンソーと同じく昭和29年以降の北海道風倒木の

処理である。米国製フォードソン，同テラトラク

タ，日特NTK-4型,小松D-50型等である。本州

以南では,昭和23年に熊本局で試行したのち中断

していたが,国有林が昭和29年に輸入した，前記

のテラトラクタGT30型(1.8t)を参考にして，

昭和30年に岩手富士CT-25型が製作され，これ

が昭和32年に熊本局に導入されている。

岩手富士（現・イワフジエ業）は，このCT-25

型からさらにCT-35型を生む(昭和35年)が，さ

らに昭和42年には,国有林が輸入した米国製のテ

インパージャックをベースに，車体屈折かじ取式

ホイールトラクタT-50型へと発展させる。このT

タイプは，その後,T-20．T-30・T-10などのシ

リーズとして，民有林でも大いに活躍している。

さらに付記しておくと，昭和47年には，同じ国有

林発注一林試指導一岩手富士製作のコンビで，

リモコン1､ラクダを開発している。現在まだ活躍

していないが，将来への貴重な蓄積である。

(2)ミニバックホウの隠れた主役

いま土木工事を中心に，売れっ子になっている

ミニパックホウという機械がある。擬人的に言う

と，小さなスコップを握りしめて，手前に掻き取

るといった形の機械である。もともとは国有林が

輸入したモデル機があって，それを国産化したも

のだと聞いていたので，ルーツ探しをやってみた。

諸先輩の記憶をたどりながら尋ね歩いたが，沼田

にそれを発見した。昭和48年に，トレイルブレー

ザーという機械のテストを行っている。そのこと

し,1Gを割る機械が製作されたが，労使交渉の

結果，振動機械から外されなかったこと，海外へ

の輸出向きには，排気温度が高過ぎたことなどで，

メーカーが意欲を失って撤退した。このため共立

が検討していた“対向エンジン”方式に転換し，

振動1G以下･騒音100dBA以下をクリア，この

機種は実用機として国有林で使用されている。こ

のほか，ピストンの運動を直角に逃がす，いわば

"バランスピストン"方式も試作されたことがある

が，実用には至っていない。

チェーンソーの振動問題で行われた行政措置に，

3G規制がある｡昭和52年に労働安全衛生法が改

正され,3G以上の機種は販売が禁止されること

になった。振動測定は林業試験場方式が採用され

たが，振動問題の発生以来，次々と現実的な対応

を行い，的確な振動対策とともに，林業への影響

も最少限に抑えてきた意味は大きいと考える。

4．トラクタの発達

(1)生産性向上と労働災害低減へトラクタの導入

戦前は，米国製フォードソン・同キャタピラが

輸入されるとともに，国産化の試みも行われたが，

見るべき成果はなかった。戦後のトラクタ導入は，

旧陸軍戦車の改造型の放出，あるいは旧軍需工場

による土木用トラクタの生産を受けて,昭和22年

ごろから，秋田局・鷹巣営林署を皮切りとして国

有林に導入され始めている。

もっともトラクタが活躍し始めたのは，チェー
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写真･2段軸式車両（52年）

を伝えると，先輩が思い出してくださった。国有

林が，歩道作設用としてアメリカから輸入したが，

日本の地質地形には合わず，階段造林に転用した

もののようである。

国有林が行った林業機械化の努力が，思わぬと

ころに発展した例を，このほかにも聞かせていた

だいた。いまや大流行の4輪駆動車であるが，国

有林が導入したウイリスジープ54台に源を発し

ているという。「国産化すべく，日産，トヨタに依

頼したが，始めのうちの物はあまりいただけなか

った」そうである。スクーターの開発も，もとは

といえば「チェーンソー製作のために開発した，

エンジンの活用法として考えられたもの」という。

5高能率化への足がかり

(1)スンズシステムの教訓・造林機賊等の蓄積

最近の労働力不足と資金的余裕を反映して，民

間ベースによる多工程処理磯械の輸入が盛んであ

る。時には，国は何をしていたんだと，おしかり

を受けることがあるが，沼田機械化センターのテ

スト実績を見ると，努力の跡は歴然としている。

"ツリーフェラー”“フェラーパンチャ”“フランク

リンフォワーダ”“スンズシステム”“ブッシュコ

ンバイン”等々。現在輸入されている外国機種の

先駆となるものは，ほとんど網羅している。

タワーヤーダも，国有林の依頼で協三工業が開

発した集材用タワー付きトラクタKT-20型がテ

ストされている。昭和39年である。なおこの時期

に岩手富士産業も,CT-35型にタワーを付けたも

のを製作している。まだ伐採ロットが大きい時代

25

写真･3スンズシステム（45年）

写真･4プランター（41年）

であったせいか,｢集材中は走行機能がむだになっ

ている」というのが，大方の感想であったようだ。

この時期に導入された高能率機械は，部分的に

は，その後の機械開発に数多く生かされているも

のの，機械そのものは普及していない。それは，

労働力にまだ余裕があったことと，なによりもソ

フトウエアの整備不足に原因がある。帯広局で行

ったスンズシステムの事業実験に立ち会ったが，

労務組織さえ対応できれば，十分使える機械だっ

たと判断している。“ソフトウエア整備の重要性”

この教訓は生かされる必要がある。

造林機械で特記すべきものに，藤林氏の独創に

よる刈払機・ブッシュクリーナーG3CA型（昭和

21年研究着手，同29年製品発表）の開発があり，

まず国有林への導入が図られた。国有林では，昭

和33年から刈払機の本格的な普及を開始したが，

昭和35年には,共立農機がパワーサイセRM1型

を発表，このころから民有林にも普及が始まった。
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大型造林機械化については，帯広局のパイロッ

トフォレストをはじめ，青森・長野・前橋・東京

局等で，林試式プランタ，ロータリーカッタ，ロ

ーターベータ，フレイルモーア等の導入など，貴

重な成果を持っている。なお，苗畑機械化につい

ても，耕うん，整地，播種，防除，根切り，掘取

り，床替え等，全作業にわたる機械の開発とシス

テム化を図ってきた｡｢農業用の機械を少し改良し

たというような，生やさしいものではなかった」

のである。

このほか，土木・治山工事の機械化，航空機の

利用技術の開発にも見るべき成果を多く残してお

り，特にヘリコプタ集材については，高知局の風

倒木，熊本局のヤクスギ土埋木の搬出に直接携わ

ってきたので，記憶に生々しいものがあるが，紙

面の都合もあり，別の機会としたい。

(2)ソフトウエアへの努力・沼田センターの歴史

機械の能力を十分に発揮させるためには，機械

に見合った事業規模の確保と，機械が持つ能力を

100%引き出すための技能訓練が必要である。沼

田機械化センターでは,昭和34年に研修を開始し

てから,外国人を含め毎年300～500名のトレーニ

ングを行い，さらにそれに匹敵する人数の見学者

を受け入れている。前項で触れたように，発足以

来，新規輸入機械・開発機械のテストを行ってき

たが，年間5機種前後で，これまでに130に及ぶ

機種のテストを実施している。このテストが機械

化に果たした意味は大きいものがある。一般会計

への運営移行とともにその機能を停止しており，

早急にその業務再開を提案してきたが，近々その

運びとなるようで，ご同慶の至り。開発した機械

を厳しい目でチェックする試験機関の欠如は，片

肺飛行のようなものである。ますます機能を強化

していただきたい。

6.おわりに－高能率機械化へ，国有林の役割

“民有林の所有規模に応じた，小規模レベルの

機械化”では，高い能率は達成できない。国際レ

ベルの生産性に追いつくためには，事業規模の拡

大を図りっっ高能率な機械の導入を進める必要が

ある。このことは，最近の労働力の逼迫とともに

理解が進みつつあるが，こういった情勢の下で，

事業規模・技術蓄職どれをとってみても，今後

の日本林業の機械化に果たすべき国有林の役割は

大きい。あらためて積極的な姿勢に出てこそ，こ

れまでの多くの蓄積が生かされよう。

この稿を起こすにあたって，資料を調べ始めて

みると，国有林の機械化については，肝心の部分

で不透明なものが多い。労働組合に対する気遣い

のようである。諸先輩の記憶に頼らせていただく

ことにし，お邪魔したり，電話でご迷惑をかけた

り，図々しくもメモをいただいたりした。「」の

中は，個々には明記していないが，水野，越中，

三品，山脇，上飯坂諸先輩にいただいたコメント

のうち，生放送風に扱った部分である。

お聞きした話の中で驚いたのは，終戦直後とい

う時期に，しかもまだ経営状態も容易でない状況

で，まず初年度2000万円を計上して，機械の開

発・導入をスタートさせたことである。現在，国

有林の苦境に目がいくあまり，なにか「機械化を

国有林も手伝ってほしい」というような消極的な

期待になってしまっているが，技術パイロットと

しての役割が果たせなくて，国有林の存在意義は

どこにあるだろうか？特に機械化については，も

っともその条件を備えているわけである。

国有林という最大のユーザーが，明確な注文を

出すことによって機械の開発方向が安定し，使わ

れることによって機械は改良され育っていく。こ

れまでの日本の林業機械化は,国有林によって一

一国有林があったからこそ推進されてきたと断

言できる。

（はやしひろし．森林総合研究所/生産技術部長）

一
・
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蜂犀欣二．

＜特集＞国有林一国民生活への寄与

技術開発の実施･協力

1．はじめに

林業では，森林の自然的条件がきわめて複雑で

あること，林木の生育が遅く経営が長期間にわた

ることなどから，その技術開発のスピードが遅く，

成果の普及にも時間がかかる。

こうした特性を持つ林業の技術開発では，経営

組織が単一でしかも強固であり，多くの技術的蓄

積と広大で多様な森林を抱える国有林は，所有が

零細で，経営も複雑な民有林に比べて，技術開発

を推進するうえでたいへん有利な条件を持つとい

えよう。

このため国有林は戦前からわが国の林業技術の

開発の先導者としての役割を果たしてきた。戦後

になって国立の林業試験場も統合整備され，大学

などの林業教育・研究機関も拡充されて試験研究

機関が充実してきた。

しかし技術開発では，基礎一応用一実用化とい

う段階を経る必要があり，このため研究と事業と

の密接な連携が不可欠である。国有林は主に応

用・実用化段階の技術開発を自らの経営改善のた

めに計画的・体系的に実施するとともに，林試や

大学での基礎・応用研究などにも協力し，研究の

場の提供・管理，調査協力なども行い，わが国の

林業技術開発に大きく貢献してきている。

国有林が行ってきた技術開発の成果はきわめて

多岐多様にわたっている。ここでは筆者の能力，

与えられた紙数からいってすべての分野に触れる

ことはできないので，森林の造成および森林の多

面的機能確保等のための森林の施業技術の開発に

限った。また戦後の技術史で特筆すべき成果を上

げ，しかも国有林が大きい役割を果たした事業と

して，国有林野土壌調査事業と林木育種事業に触

れた。記述にあたっては，独善的な評価とならぬ

よう努めた。

2．森林施業技術の開発

国有林における技術開発の方向は，国有林の施

業の歩みとともに変遷している。国有林における

施業の歩みを概括すると次のようになろう。

終戦直後の約10年間は,戦争によって荒廃した

森林の復興期ともいえる。戦後の大水害の頻発を

背景として，戦時中の造林未済地の解消と水源林

造成が積極的に推進された時期である。戦後150

万ha(うち国有林30万ha)あった造林未済地へ

の造林も昭和31年には完了している。

次の昭和40年代の半ばまでの約15年間は拡大

造林期といえよう。経済の高度成長による木材需

要の急激な増大を背景として，国有林においても

昭和32年に生産力増強計画が，さらに昭和36年

には木材増産計画が立てられ，拡大造林に力点を

置いた森林生産力増強が積極的に推進された時期

である。

昭和40年代後半になると経済の高度成長の反

面，多くの環境問題や公害問題をはじめとする，

社会開発での問題点が現れてきた。森林に対する

国民の関心も，国土保全や水源かん養，自然環境

の保全・形成等の森林の持つ公益的機能に向けら

れてきた。森林の施業もこれに対応して，木材生

産の経済機能との均衡をとりつつ，公益的機能を

高度に発揮させる方向へ転換していった。

昭和48年｢国有林における新たな森林施業につ
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いて」が定められ，皆伐施業を減らし，伐採も小

面積分散化を図り，非皆伐施業を推進することと

なった。拡大造林による生産力増強の基調を維持

しつつも，適正な施業方法によって公益的機能も

高度に発揮させるという施業方向がとられた。

昭和60年代に入ると,以上の傾向はさらに強ま

り，「物の豊かさから心の豊かさを｣といった社会

の価値観やライフスタイルの変化を受けて，生産

増大を基調としたこれまでの森林施業の明らかな

転換が図られた｡昭和62年の森林資源基本計画の

改定では，人工林施業を減らして拡大造林面積を

抑え，天然林施業を増やすこととなっている。

以上のような国有林の施業の歩みを受けて，施

業技術の開発方向も変遷している。

戦後の復興期から拡大造林期にかけては，造林

推進のための技術開発が中心となった。育苗技術

は機械化作業や除草剤を取り入れた大規模苗畑の

技術として，国有林各局で体系的に開発された。

またポット育苗およびその造林も国有林において

検討された。

木材増産計画で取り上げられた，密植，肥培，

除草剤，育種，機械化，林道などの技術を中心に

技術開発が進められた。この増産計画に対しては，

技術面からも多くの批判がすでになされているが，

当時の技術では計画どおりの生産を期待するのは

問題が多かった。しかしこの時期に研究開発され

た技術でその後着実に発展していったものも多い。

密植問題は人工林の密度管理技術としてほぼ完成

しており，国有林においても多くの密度管理図が

作られてきた。林木育種は後述するように，着実

に発展しているし，機械化，林道の技術も現在に

発展している。

また，この時期に施業技術の基本となる土壌調

査（後述)，収穫試験，材積表･収穫表調整，森林

調査法などの技術開発が国有林の事業または協力

によって実行されていたことも重要である。

「国有林の新たな森林施業｣では，一時軽視され

た天然林施業法が見直され，特に漸伐作業法や広

葉樹天然林の施業法の技術開発が発展した。この

傾向はすでに拡大造林期の後半から見られており，
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各営林局で特徴ある天然林の施業指針が作られて

きている。林内人工更新法や風致施業，広葉樹林

育成などの技術開発も重点課題となってきた。

昭和60年代に入ると森林施業の目的も多様化

し，施業技術も複雑になってきている。木材生産

だけでなく，環境保全を目的とした施業法の確立

が望まれ，特に複層林，育成天然林の施業技術の

開発が進められている。

施業技術の研究は特に長年月を要し，大規模な

事業的な試験地を必要とする。国有林が分担する

格好な課題であるが，その実行には森林総合研究

所や大学などの協力を得ることが望ましい。

3．国有林の土壌調査

戦後まもなく，林政統一が行われた昭和22年，

国有林野土壌調査事業が発足した。混乱した社会

情勢，厳しい経済事情，さらに都市では食糧不足

といった中で，林野庁も林業試験場もやっと再建

が始まったばかりという時期である。土壌調査の

ような基本的調査を，このような時期にかかわら

ず開始したことは，荒廃した森林を早急に復旧し，

今後の国有林経営を合理的に行う姿勢を強く打ち

出したものと評価された。

この調査事業は30年以上の長期にわたり,全国

の国有林をカバーするもので，これまで諸外国で

も例を見ない画期的なものであった。調査事業の

管理運営は林野庁，技術指導は林業試験場調査

実行は営林局という分担で推進された。この三者

の緊密な連携プレーが，調査事業を円滑に進めた

大きな要因といわれる。技術開発では研究と現場

とのつながりがもっとも大切であるが，この事業

はたいへん参考となるものであろう。

調査の成果は，事業区ごとに2万分の1の土壌

図として作製され，逐次刊行された。成果が現場

の森林経営にすぐ利用され，その有用性が現場関

係者に認識されたことも，この調査事業の円滑な

運営を支えた要因とされた。

この調査事業は国有林のほぼ全域の土壌図を作

製し,昭和54年度で終了したが,土壌調査の成果

は国有林の経営計画の基礎資料として定着し，造

林樹種の決定，成長の予測をはじめ，環境保全機



能の評価や林道開発計画の資料などとしても活用

されている。

なお，民有林については，国有林での経験，成

果を活用して,昭和29年から民有林適地適木調査

事業が発足し，同じく昭和54年で終了している。

国有林の調査に劣らぬ大きな成果を上げ，民有林

経営に貢献した。

また経済企画庁による国土調査（土地分類基本

調査）も同じころに実施され，国有林や林試の土

壌関係者も多く協力している。

これらの調査によって，日本の森林土壌の実態

と特性が解明されていった｡特に昭和30年以降拡

大造林による大規模な造林が推進されていたので，

これらと並行的に進められた土壌調査の成果が直

ちに事業に生かされた。

拡大造林によって造林不成績地もかなり出現し

たが，その原因は，土壌と成長の面からの適地判

定の誤りによることは少なく，拡大されていった

造林地の気象条件の把握が十分でなく，気象災害

特に雪と寒さの害によるものが多いと考えられた。

拡大造林の反省として，森林整備，計画の見直し

にあたって，造林限界の引下げが各営林局とも行

われている。

土壌調査の実行によって，林木成長と土壌条件

との関係が究明され，土壌の諸条件や地形などの

立地要因を測定し，多変量解析という統計学的手

法によって，それらの要因を数量化して地位指数

を求める方法が確立し，適地適木の判定を定性的

でなく計量的に行うことができるようになった。

国有林でもこの方法を取り入れ，地位指数調査や

立地級区分調査が進められた。

また土壌調査の成果は，土壌学の多くの分野の

発展に大きく寄与しており，特に，土壌分類体系，

土壌構造，土壌水分，土壌腐植などの土壌の性質

についての研究が著しく発展した。

以上のように国有林における土壌調査事業は研

究側と事業側との密接な連携によって，研究の発

展にも技術開発にも成功した好事例といえよう。

4．林木育種事業と国有林

林木育種事業は森林の遺伝的素質を改善し，林
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業の生産性の向上とともに，健全な森林育成によ

って公益的機能の高度発揮にもつながる。このた

め，林木の成長量増大，材質の改良，気象害や病

虫害等の各種被害に対する抵抗性の向上などを目

的として育種事業が進められている。

永年性の巨大な林木を対象とする育種では，育

種の成果が得られるまで超長期を要する。事業量

も膨大となり，そのリスクもまた大きい。さらに

対象樹種が多く，しかも遺伝的変異を考えて広大

な森林を対象として，広域的かつ体系的に優良個

体の選抜を実施する必要がある。また育種技術の

開発や品種の創出にはきわめて高度な技術を必要

とし，成果を得るまでのリスクも大きい。

こうしたことから，林木の育種は試験研究の段

階でなく，事業として推進する必要があり，しか

も，その成果は国も民間も区別なく利用され得る

よう，国家的事業として行われている。

林木育種場が事業の中心となり,林業試験場(現

森林総合研究所)，営林局,および都道府県と密接

な連携をとりつつ業務分担をしている。

すなわち林木育種場は育種技術の開発，改良品

種の育成とその原種の増殖，育種材料の収集保存，

普及，技術指導等を担当し，林業試験場は特に育

種の基礎的研究を担当する。一般造林事業用の育

種苗を生産する採種園，採穂園や次代検定林の造

成・管理は，国有林に対しては営林局，民有林で

は都道府県がそれぞれ分担している。

このように国全体にかかわる育種事業の中心は，

林木育種場であるが，この運営が国有林野特別会

計によって運営されてきたということは，もっと

世の中に強調すべき事柄である。

農作物や家畜の育種は国の試験研究機関がその

中心となっているのが普通であるが，先に述べた

とおり，永年性の林木の育種を実用化するために

は，選抜と増殖という比較的単純だが，膨大な事

業を長期間にわたって実施してゆくことが不可欠

で，事業に慣れぬ林業試験場には不向きで，別に

育種事業機関を設立する必要があった。

昭和32年から35年にかけて，全国で5区に分

けられた育種基本区ごとに1つの育種場が，さら

林業技術No.5811990｡8
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に地域分化の大きい基本区を選んで4支場が設立

された。

設立の当初は，国育林の多い北海道，東北，関

東・東山では，国有林野特別会計の育種場，民有

林の多い関西，九州では一般会計の育種場となっ

た。しかし，事業を進めるにあたって，所属会計

の一元化が強く望まれたこと,さらには昭和33年

｢分収造林特別措置法｣の成立時の付帯決議によっ

て，「国有林野事業の資金と組織を活用して,民有

林の生産力増強に対し，積極的に寄与すること」

といういわゆる林政協力事業の展開を要請された

ことなどによって,昭和34年度から林木育種場の

運営は，国有林野事業特別会計に一元化されたの

である。なお，林政協力事業としては，育種事業

のほか，民有保安林買入事業，民有林直轄治山事

業などが実施された。

昭和50年代になると育種事業は新たな展開を

見せ，病虫害抵抗性，材質，耐陰性などと育種目

標が多様化し，技術も高度化して試験研究的性格

が強まってきた。また，これまでの成果の普及と

技術指導も重要性を増してきた。

このため昭和53年度から試験研究や技術開発，

指導，普及などの一般行政的業務は，一般会計で

運営することとなり，特別・一般の二本立てとな

った。しかし，現在でも特別会計予算が全体予算

の過半を占めている。

このように，林木育種のような基本的な事業に

おいても，国有林はその資金，人材，組織，そし

て林地を‐'一分に提供して，事業を発展させ民有林

業や学術研究に多大な貢献をしてきた。育種事業

は着々と世界に誇り得る成果を上げつつあり，将

来の森林・林業に寄与するところが多大であろう

と期待される。

5．おわりに

国有林に限らないが，研究開発の期間が長い林

業技術開発では，その成果がまとまらぬままに中

止されることが意外と多い。担当者の移動，試験

設計の不備，資料や試験地の管理不良などがその

原因になっている。したがって，技術開発は計画

的で体系的に行われなくてはならない。

国有林では，林野庁および営林局の技術開発委

員会や，ブロックごとの技術開発センター営林局

さらに各営林局の技術推進営林署などが中心とな

って技術開発を進める体制となっている。

行政方針の反復があると，技術開発も繰り返さ

れることが多い。例えば，天然林の施業技術など

は，古くから時代の波とともに揺れ動いている。

しかし技術開発の背景となる科学の内容が著しく

向上していれば，繰り返しであっても技術内容も

格段と進歩してゆくと思う。常に研究機関との連

携を密にして，基礎研究の発展に遅れぬよう努め

ねばならない。

国有林の技術開発はこれまで述べてきたように，

国有林自らの経営改善に貢献するだけでなく，地

元や全国の民有林の技術開発にも大きく寄与し，

森林に関連した多くの学問分野の発展にも関係し

てゆく国有林の新たな技術発展を祈りたい。

（はちやきんじ・日本林業技術協会/技術指導役）

スギ花粉症（アレルギー）についての皆様の見聞をお寄せ下さい

近年スギ花粉症患者が増えているといわれております｡今年の冬から春にかけては,罹病者が特に多かっ
たということで,マスコミにも再三取り上げられました。この症状は，確かにスギ花粉がなければ発現しな
いものでありますが，環境や食生活の変化も関与しているのではないかといわれています。
花粉症の盛期（2，3月）を前に，本誌12月号ではこの問題に関する正確な理解を得られるような記事
を特集したいと考えております｡つきましては,会員の皆様のこの問題に関する見聞を掲載するページも設
けておりますので，振るってご寄稿下さい。編集部で次のようなことを知りたいと思っています。
●ご自分が罹っている方，お歳，何年前からか，家族，親族に患者はいるか，症状，在住地域の環境(大気
汚染特に自動車の排ガスの問題)など。●罹っている方も，罹っていない方も，在住地域での発生状況(市・
町・村が発生状況を把握している所は最近年の患者数および住民数に対するパーセンテージ，患者数の推
移，周辺自然環境（特にスギ林分布)，大気汚染の概況，身辺の罹病者の年齢や経過，病状など。●その他，
どんな情報でも遠慮なくご寄稿下さい。 編集部
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認へ＠回ざ惣圃一親林活動をｻポー ﾄする

5．森林教室を実践して

空

1．インストラクターはだれにもできる

これから各地で始まる「森と湖に親しむ旬間」

ではそれぞれのイベントが組まれているが，5年

ほど前，栃木県内のI営林署管内にあるダムを中

心に渓流沿いの森林浴が計画された。参加者が多

く1週間にもわたるために，インストラクターと

して経験のない署員でどう対応できるか，とにか

く来て教えてもらいたいと依頼された。

選ばれた20名ほどの人たちとコースを巡り,ひ

ととおりの勉強をしたが「とてもこれからの勉強

では間に合わない。どうしたらよいか」という署

員たちに,次のように激励した。「ふだんは都市で

生活している人たちが湖や森林に訪れ，豊かな自

然の中を森林浴をしているとき，山や森林につい

ての話が聞けたらと思うだろう。皆さんは今日1

日植物や地質の勉強をしたが，成果には人によっ

て濃淡があると思う。今日のことを全部できる人

はまずいないだろうから，補完部分であってよい

と考えよう。

皆さんは長らく山村にあって山や森林に接して

こられ，造林の人はどうやって森林をつくってき

たか，製品事業の人はどうやってこの大切な森林

資源を次の調氷をつくることに配慮しながら皆さ

んの手元に届けているかなどを話すことができる。

さらに，山村での生活を語ってみてはどうだろう

か。あやふやな植物の名前を教えるよりも，足元

にあるシドキや湿地に生えるコゴミなどの山菜の

ことや，サルナシやマタタビのことも得意に話せ

る。これがまさに皆さん1人1人が立派なインス

トラクターではないか。わからないことはわから

ないと言う勇気と，人に接する親しさがあればよ

いのです」と結んだ。

大橋健治

後ほど署長さんから，みんな自信を持って案内

できて評判が大変よかった，という話でホットし

たものだった。

2．下見とふだんの勉強は必要

この春，林野庁・東京営林局・八王子市ほか主

催の第1回高尾大森林浴ツアーが計画され，林野

庁のT部長さんの推薦でインストラクターとして

来るようにといわれたが，私はお断りしたいと思

った。それは，高尾山の照葉樹林と落葉樹林とを

含む植物相の豊かさは，他に例がないほどといわ

れており，一方，私の属する前橋営林局管内の森

林植生は照増剴の高木林はほとんどなく，なじみ

の薄い森林だからである。しかし，上司の「森林

の効用について話をしてくれれば」という勧めも

あって，行くことにした。

実は,昭和42年に高尾山で植生の勉強を数日し

たことがあったが，植物がわからず照葉樹林は難

しいものだという印象が強かった。その後，暖帯

林の植物の豊庫である伊豆半島や，九州地方を巡

り屋久島まで足をのばし勉強旅行したが，ふだん

接していない森林はなかなか身に着かないもので

ある。

山のでき方や森林の成立の概略は参考文献で補

うことができても，具体的にどこにどんな植生や

植物が出現するかは，コースが不案内なので行き

当たりばったりになる。私としては，コース順に

話の内容を整理し，終わったときに今日の主題が

高尾山のすばらしさとともに参加者の中に残され

ることを願う。

高尾山は新緑も樹々によりそれぞれの色合いが

あり，まことにすがすがしい感じだ。尾根道の南

面にはカシ類・シイノキ・ツバキなどの常緑樹の

林業技術No.5811990.8
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写真｡lケヤキ人工林で駅前のケヤキとどう違う
かを聞く子供たち（小根山森林公園）

うっそうとした暖帯林があり，北側にはイヌブ

ナ・ヤマザクラ・カエデ類・シデ類のこまやかな

情感あふれる芽吹きの落葉樹林があって，ここ以

外には見られない植生配置である。森林帯のでき

方，植物分布，樹種名などを話し，道わきの露頭

では高尾山の成り立ちや，土を見ながら森林と土

壌の関係や水源かん養の働きなどを話した。

午後の下りの，北斜面にある「万葉の樹木」の

森林は，得手のものであった。沢に下りた所に治

山の堰堤が造られ，コンクリート製鋼製，石積

製などがある。山腹の急斜面を下ってきたので，
りんね

地形輪廻としての表面浸食や崩壊の発生と，保全

のための堰堤の効果などを話したが，特にダムと

異なり石礫で埋まっても効果があることに言及し

た。

ツアー終了後，東京営林局の経営部長から「治

山の堰堤の所でいろいろ話されたのは，大橋さん

だけで，大変感心したが，事前にコースを歩いて

勉強しましたか｣と聞かれたが，「いえ，遠いので

できませんでした」と答えたが，下見は十分にし

たいものである。

インストラクターは｢森林･林業」と一般の人々

との仲介者であると思う。客観的に，科学的に，

さらに森林体験のすばらしさを伝え，森林と親し

む方法のきっかけをつくるものだと考えている。

したがって，本とか講演で得られない臨場感の中
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で，森林との具体的な接点について案内していく

ものであろう。だからこそ下見は重要なのである。

3．いろんな角度から

ある団体の森林観察会に営林局から案内を命じ

られた。「現在,間伐の手遅れ林が多く，土地保全

上も問題がある」との趣旨もあって，バス2台で

東京方面から山村を訪れてきたもので，講師は主

催者側と村の課長さんが務めていた。

民有林の25～30年生の間伐期にあるカラマツ

林が説明され，手入れが悪く広葉樹が侵入し，不

健全になり，向かい側では崩壊ｶﾖ起きているとい

うことであった。

しかし，私にはそうだといえないものがあった

ので発言を求め,｢広葉樹の特に多い所は地形上か

らみて土が浅い岩石地に近い状態にあり，植え筋，

広葉樹の入り方や大きさからカラマツを植えずに

広葉樹にした所だろう。反対側は，傾斜が急で，

崩れた深さが4mほどあり，土はもともとたまっ

たものであって，山脚部の林道が裾払いをしたよ

うになっているなどの要因が複合されたものと考

えられる。林地保全の視点に立てば，むしろナラ

などの深根性樹種を育成することこそ望ましい。

ただし，それとてオールマイティーではない」と

述べたが，多くの参加者はうなずいてくれた。

森林があればすべて良いというわけにはいかず，

かえって森林があったために起きる災害もあり，

その効果をよく理解し，短絡的すぎた話にならな

いように気をつけたいものである。

4．子供たちはやっかいだが



写真.3カエデの種類はとても多いね（小根山森林公園）

子供たちの森林教室がいちばん大変である。バ

スに同乗し目的地に着くまでの間は欲ばらずに，

車窓に映じたものをクイズ方式で「山のでき方」

｢針葉樹と広葉樹」「山や川」などそれも身近なも

のに例を引きながら話す。

子供の場合は普通30人ぐらい受け持つので,歩

きながらの話はほとんどできず，こまごまと足を

止めて身近に集めて話をする。子供たちはちょっ

としたきっかけで興味を持ち，持ったら自分から

次々と話しかけてくるから，それを引き出すのが

決め手である。例えば，ブナの木につけられたク

マの爪跡やクマ棚，ケモノの足跡やフン。時には

ヘビやガマなどがきっかけとなる。クマに出会っ

て恐い思いをしたときの話には子供たちは自分が

出会ったように真剣である。植物についても，サ

サで舟を作るとか，ササ笛をみんなで鳴らしてみ

る。キイチゴを味わいながら，ハナイカダの実の

ついた葉に興味を持ち，競争で名前を覚えたりす

る。だが，この沢の水は飲めると言っても，ほと

んどの子供は手を出さず，うまいと飲んで見せて

ようやく数人の子供がやってみる｡｢水は蛇口から

出てくるもの」と思っていることに，何かやりき

れない気がする。

子供たちは半日ぐらいでかなり森林になれ親し

み，自分から木に触れたり，葉についた虫巣や毛

虫を見つけてキャアキャア言ったり，山道で滑っ

てズボンの尻を真っ黒にさせ楽しそうである。熱

心な子供は，櫃吻も帰りには親に教えるほどにな

る。

33

突拍子もない質問をしてドキッとさせる子供た

ちである。

緑の中の1日は子供たちにとって，珍しくて，

恐くて，とても楽しい健康的な体験であるようだ。
め

5冬のカクシ球は“芽”をよく見よう′

最近は冬でも雑木林を訪れる人たちがけつこう

多い。この季節は葉が落ちてどの樹も同じような

枯れ木に見えるが，よく観察するとそれぞれに表

情があるものだ。

私は着葉期の樹木の同定には,葉を主体に,幹・

形・枝ぶりなどを補助としている。したがって冬

は葉がなく苦労した。特に小径木や灌木になると，

自信を持って答えられない始末であった。

だが，冬芽で見分けることを覚えると，樹木の

大小や形に関係なく同定ができ,｢冬芽のほうがよ

くわかる」と冗談を言うほどになった。

そこで，ここ数年来冬には「落葉広窮剴を冬芽

で見分ける会」を開いて教えているが，図鑑を使

うと，葉が付いているときでさえわからない初心

者でも，1日程度で90％以上の確率で当たるよう

になる。｢箸のような10cmぐらいの1本の枝先か

ら名前を当てるとは」参加者はビックリするとと

もに，1本の枝先のこんなにも情報が豊富な造形

の深さを知る。まずは識者に手ほどきを受けると，

手っとり早く覚えられるので，ぜひお勧めする。

早くは11月から落葉し，5月の新緑までの間，

6～7カ月は休みで，樹木の名前は知りませんと

は言っていられないでしょう。

参加者からは驚きと感謝の手紙をよくいただく。

6植物の話

観察会での中心は，やはり植物で，美しい花を

見れば名前を知りたくなり，名前を知ることが植

物を理解する第一歩になる。

山を歩きながら，これはブナ，これはミズナラ

ですと話すが，これでは初心者はちょっと難しい。

同一種を何回も繰り返して教えるが，数が増える

とブナやミズナラに似た木が出てきて，だんだん

とわからなくなる。

見分け方がわからないのだから，遠回りをする

ようだが，最初に時間を割いて，葉のつき方や切
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れ込み・形・鋸歯・葉脈・葉柄・毛の有無などの

基本を手ほどきすることは，ぜひとも必要である。

例えば，ホオノキの葉は単葉で全円だが，トチノ

キの葉は掌状複葉で鋸歯があり，葉はここから落

ちると教える。こうすると，観察するポイントが

わかって注意深く見るようになり，形態にはいろ

いろあることを知る。

谷間に生える葉に照りがあるコクサギや，きれ

いな花の咲くクサギは，名のように臭気がありす

ぐに覚え，クロモジや同じ仲間のアブラチャンは

香気があり，早春に白い花の咲くタムシパ（ニオ

イコブシ）もその名のようにかぐわしい。

ニガキはかむと苦く，スノキは酸っぱい。ヤマ

ウルシやツタウルシは触れればよくわかるが，話

だけにしておこう。

先生，これは学名はなんといいますか，と聞か

れるが，本当の学名を聞いていることはほとんど

なく，和名（日本名）を聞いている。また，意味

を尋ねられることも多く，聞いた人はこれを知り，

いっそう興味がわくようだ。漢字ではどう書くの

かも関心が高い。さらに「方言」を覚えるのは地

方的な生活感があっておもしろい。用途や性質も

わりあいよく聞かれる1つである。

花が咲いている植物は，必ずといっていいほど

名前を尋ねられるからチェックしておく。樹木の

中には，ホオノキやヤマボウシなどのように花が

目立つものもあるが，ブナやニレ類のように花に

気付かないような樹木が多いので，注意して観察

しておく。秋にはブナやナラ類やトチノキの実が

落ちているが，どういうふうに芽ばえ，後継樹と

なっていくかの遷移について説明できるようにし

たい。

若山牧水は『みなかみ紀行』の中の1篇の詩に

乾きたる落葉の中の栗の実を
とち

湿りたる朽葉がしたに橡の実を

と詩人は，また植物の生態をよくつかんで表現

している。

植物をほとんど知っている人は，まれである。

勘違いもあり，あやふやなものもあるが，危ない

林業技術No.5811990.8

と思ったら「調べてお答えします」とし，重くて

大変であるが，携帯用だけでなく必要な図鑑をリ

ュックに入れ，休み時間に調べて答えるようにし

ている。

7．専門用語は便利で不便

職場内での専門用語は便利なもので，新規採用

者はまず苦労して覚えなければならない。しかし，

外に向かっては通用しないものが多く，相手にわ

かるように解説しなければならない。そのために，

しゃべる言葉を頭の中で検索しながらで，慣れる
ぜんぱつ

までは大変で，うっかり「漸伐します」と言って，

相手に「全部切る」と受け取られることはけつこ

うある。自分で用語の解説を作って頭の中を整理

しておこう。

8．まだまだあるが

山菜や薬草，キノコなどについてよく聞かれ，

今日的な話題・問題もそれなりに勉強しておきた

いo

9おわりに

参加者からていねいな礼状や感想をいただくが，

本当にうれしい。紙面の都合でここに紹介できず

残念だが，これが私を支えまた次の場へ向かうエ

ネルギーとなっている。

私たちは，それぞれ森林や林業に直接的にかか

わり，その中で得た知識・知恵・自然への感動・

考え方などを森林に訪れた人たちに伝えていき，

危機にある森林。林業についての理解を深め，社

会的な問題として，人間との関係を考えていくこ

とになればと思っている。

（おおはしけんじ・前橋営林局計画課）
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林 業関係行事 一覧

区分

全 国

兵 庫

宮 崎

中 央

〃

奈 良

全 国

岐 阜

行事名 期間

第1回緑の少年団全国大会’8.6～8

緑の保全と創出を考えるｼ'8．$ンポジウム

8

食と緑の博覧会 8.8～9．16

第'5回会津高原親子自然|a$~1，教室

全日本山岳写真展 8.22～26

奈良県林材まつり 8.24～11.17

第9回朝日森林文化賞18.25～12.25

第22回岐阜県林材振興大'82？会

9

区分 行事名 期間

静

中
尖|粥懸蝦臭映】T|9･14~16

名古屋|'90建築総合展NAGOYAI9.20～24

全

〃

園|難:ﾚｸﾘｴーｼﾖﾝ研'9.22~2‘

第15回木造建築研究ﾌｵ'92ヨラム

月

主催団体・会場・行事内容等

全国緑の少年団連盟ほか。峰山高原簡易保険総合レクセンター。全国
の緑の少年団が自然の中で互いに交歓を深め，緑を愛する豊かな人間
性と，健康で明るい社会人の育成を図る

兵庫県。西山記念会館（神戸市中央区）大ホール。緑の重要性，そし
て緑を守り増やすためにいかに行動すればよいか，行動の契機とする
ためのシンポジウム。開催テーマ：未来の世代へ残そう，豊かな緑

食と緑の博覧会みやざき'90実行委員会｡宮崎市｡国民に食と緑につい
て見直してもらうとともに，地域の活性化を目的として，種々の展示，
イベント，映画上映等を行う

東武コミュニティ文化センター。会津アストリアロッジ（福島県南会
津郡)。「自然と楽しく遊ぶ」ことに加え「自然体験」「自然教育」とい
う点に重点を侭き，楽しさ，厳しさの中から自然のすばらしさ，大切
さを発見してもらう

全日本山岳写真協会。新宿小田急百貨店グランドギャラリー。自然の
美しさ，尊さを多数の観衆にアピールし，山岳・風景写真の文化普及
と自然を守る警鐘とする。展示予定数：約450点

奈良県ほか。林材大会をはじめ全国より優秀な木材を集め，木材展や
児童木工工作展，さらには都市と山村の交流を図るウッデイ村まつり，
山村展等多彩な行事を行う
◎奈良県林材大会：10月20日桜井市民会館,◎ウッディ村まつり・
山村展：8月24～26日奈良ドリームランド，◎児童生徒木工工作
展：10月25日～11月1日近鉄百貨店（橿原市),等

朝日新聞社・森林文化協会。自然の保護・保全や森づくり，緑の生活
環境づくりなどに優れた成果を上げ，またこれらの普及，啓発活動を
推進して業綴の顕著な団体，個人を表彰するもので，この表彰事業が
ふるさとの自然と緑に対する関心と理解をいっそう深め，実践活動の
広がりにつながることを願う。応募受付：8月25日～12月25日ま
で，賞の贈呈：平成3年7月6日，朝日新聞社東京本社にて

岐阜県・岐阜山林協会ほか。岐阜産業会館文化ホール（併催行事：8／
23～24，岐阜高島屋バラのひろば）

月

主催団体・会場・行事内容等

静岡県椎茸産業振興会・日本椎茸農業協同組合連合会ほか。静岡県産
業館。しいたけの生産技術の向上と消費拡大を図り，椎茸産業の発展
を期することを目的に，各禰イペント，ふるさとフェアー，椎茸産業
技術展，シンポジウムなどを開催する

(社）日本ドウ・イット・ユアセルフ協会。日本コンベンションセンタ
ー（幕張メッセ）展示会場。素材.道具の展示を行うほか,DIYスク
ール，手づくりの里，丸太切り大会，みんなの工作ひろぱ，花と緑の
フェスティバルなど数々のイベントを通じてDIYに慣れ親しんでも
らう

(社）愛知建築士会。名古屋市中小企業振興会館（吹上ホール)。国内
外の建築材料，機器および関連製品を展示し，その需要喚起を図り，
相互の技術開発と理解の場として建築とその関連産業の振興に寄与す
る

(財）日本レクリエーション協会。京都市および周辺市町村。全国各
地，各専門領域において幅広く実践・研究を行っている全国のレクリ
エーション指導者，愛好者，関係者の成果を結集し，直面する諸問題
について研究協議を行うことにより，地域レクリエーション運動の活
性化に寅するとともに，21世紀を展望した健康で楽しみと生きがいの
ある生活の創造を目指す。大会テーマ：きょうから，21世紀にはばた
く生涯スポーツ・レクリエーション

木造建築研究フォラム・秋田県木材産業協同組合連合会ほか。能代市
文化会館ホール。テーマ：木の住宅部品と地域産業一木都･能代の
過去・現在・未来から
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老
女
を
連
想
し
て
姥
女
と
い
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

ウ
バ
カ
シ
、
ウ
バ
シ
バ
、
パ
パ
な
ど
と
い
っ
た
方
言

の
あ
る
の
も
そ
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
鎌
倉
時
代
の
歌
人
藤
原
爲
家
の
歌
「
冬
く
れ

ば
霜
を
い
た
だ
く
う
ば
め
の
木
、
老
の
姿
や
い
と
ど

み
ゅ
ら
む
」
も
、
こ
の
木
の
外
見
か
ら
老
女
の
姿
を

思
い
描
い
た
も
の
で
、
『
う
ば
め
の
木
」
は
ま
さ
に
姥

女
の
木
で
あ
る
こ
と
を
こ
の
歌
は
証
し
て
い
る
。

長
塚
節
の
前
掲
の
歌
に
詠
ま
れ
た
イ
マ
メ
は
、
ウ

パ
メ
ガ
シ
の
転
語
イ
マ
メ
ガ
シ
の
略
さ
れ
た
も
の
で
、

ほ
か
に
イ
パ
メ
、
ユ
バ
メ
な
ど
の
名
も
あ
る
。
ク
マ

ノ
ガ
シ
の
別
名
は
、
態
野
地
方
に
こ
の
木
が
多
い
か

ら
で
あ
る
。
中
国
名
を
烏
岡
榛
ま
た
は
石
楠
柴
と
い

う
が
、
小
原
桃
洞
の
遺
稿
『
桃
洞
遺
筆
』
（
一
八
三
三

年
）
を
見
る
と
、
円
葉
儲
、
円
珠
儲
な
ど
と
い
う
、

わ
が
国
だ
け
に
通
用
す
る
漢
字
名
を
挙
げ
、
さ
ら
に

文
政
四
年
（
一
八
二
二
熊
野
浦
に
漂
着
し
た
中
国

蘇
州
の
商
船
に
乗
っ
て
い
た
王
寿
珍
と
い
う
人
に
こ

し
ゆ
う

の
木
の
名
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
刺
楢
と
答
え
た
と
い

う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。

ウバメガシ

愈田悟r原色日本林業樹木図鑑第一巻』
（地球社／発行）

形
態
・
分
布
な
ど
南
伊
豆
な
ど
の
が
け
に
な
っ
た

海
岸
に
は
、
ブ
ナ
科
ウ
バ
メ
ガ
シ
Ｃ
９
月
扇
一
〕
ｇ
，

ご
国
８
画
＄
津
．
犀
昌
の
小
高
木
か
ら
な
る
常
緑
広

葉
樹
の
純
林
が
あ
り
、
本
州
の
三
浦
半
島
、
伊
豆
半

島
以
西
、
四
国
、
九
州
、
沖
縄
、
中
国
の
沿
海
地
方

に
多
く
分
布
し
て
い
る
。

樹
皮
は
黒
褐
色
で
、
葉
は
互
生
し
、
若
葉
の
こ
ろ

は
星
状
毛
と
黄
金
色
の
縮
毛
が
あ
る
が
、
の
ち
に
主

脈
の
下
部
の
ほ
か
は
な
く
な
る
。
葉
の
下
面
に
星
状

毛
が
多
く
残
る
も
の
を
ケ
ウ
バ
メ
ガ
シ
と
区
別
す
る

こ
と
が
あ
る
。
広
楕
円
形
、
長
さ
三
～
六
セ
ン
チ
の

や
や
小
形
の
葉
で
、
厚
い
革
質
に
な
り
、
上
半
部
に

低
鋸
歯
が
あ
る
。
四
～
五
月
に
開
花
し
て
、
雄
花
は

ひ
も
状
の
軸
に
多
数
つ
い
て
下
垂
し
、
雌
花
序
は
新

枝
の
上
部
葉
腋
に
つ
き
、
短
い
軸
に
雌
花
を
二
～
三

個
つ
け
る
。
そ
の
後
、
高
さ
約
二
・
五
ミ
リ
の
小
さ

い
果
実
で
越
年
し
、
翌
春
か
ら
大
き
く
な
り
、
十
月

に
は
倒
卵
状
楕
円
形
、
長
さ
約
二
セ
ン
チ
の
堅
果
に

な
っ
て
成
熟
す
る
。
堅
果
の
基
部
に
あ
る
わ
ん
形
の

総
苞
は
屋
根
瓦
状
に
短
い
鱗
片
が
圧
着
し
て
お
り
、

コ
ナ
ラ
型
で
あ
っ
て
、
カ
シ
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、

カ
シ
類
の
総
苞
と
は
明
ら
か
に
違
っ
て
い
る
。

南
伊
豆
町
に
は
正
月
三
が
日
の
朝
、
ウ
パ
メ
ガ
シ

を
燃
し
、
そ
の
年
の
幸
運
を
祈
る
行
事
が
あ
る
。
パ

チ
パ
チ
と
は
ぜ
る
音
が
、
金
銭
の
舞
い
込
む
景
気
の

よ
さ
に
つ
な
が
る
と
い
い
、
こ
の
地
方
で
は
ウ
パ
メ

ガ
シ
の
こ
と
を
ゼ
ニ
ガ
ネ
シ
パ
と
呼
ぶ
。
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昭
和
六
十
一
年
度
の
吉
川
英
治
文
学
賞
を
受
け
た

藤
沢
周
平
の
作
品
に
、
長
塚
節
の
わ
ず
か
三
十
七
年

の
短
い
一
生
を
描
い
た
『
白
い
瓶
』
と
い
う
小
説
が

あ
る
。
こ
れ
を
読
む
と
、
節
が
明
治
三
十
六
年
七
月

近
畿
旅
行
の
途
次
、
尾
張
の
熱
田
神
宮
に
も
う
で
、

そ
の
お
り
同
神
宮
の
宝
物
七
種
を
詠
ん
だ
歌
八
首
を
、

あ
し
ぴ

伊
藤
左
千
夫
の
主
宰
す
る
雑
誌
『
馬
酔
木
』
に
載
せ

た
と
こ
ろ
、
左
千
夫
に
「
宝
物
の
歌
は
君
い
け
な
い

ね
」
と
け
な
さ
れ
て
、
節
が
大
い
に
腐
る
く
だ
り
が

あ
る
。
こ
れ
ら
の
歌
の
一
首
に
、
「
真
熊
野
の
熊
野
の

鐘
循
い
こ

山
に
お
ふ
る
樹
の
イ
マ
メ
の
胴
の
う
づ
の
鼈
太
鼓
」

と
あ
る
の
に
興
味
を
ひ
か
れ
た
。
「
イ
マ
メ
」
は
ウ
パ

メ
ガ
シ
、
「
う
づ
の
鼈
太
鼓
」
と
い
う
の
は
、
舞
楽
に

用
い
る
火
焔
太
鼓
の
こ
と
、
「
う
づ
』
は
雲
珠
で
、
火

焔
形
の
装
飾
板
を
形
容
し
た
も
の
で
あ
る
。

火
焔
太
鼓
と
も
な
れ
ば
か
な
り
大
き
な
は
ず
、
果

た
し
て
こ
ん
な
大
太
鼓
の
胴
に
な
る
ほ
ど
の
ウ
バ
メ

ガ
シ
の
大
木
が
あ
る
の
か
ど
う
か
気
に
な
り
、
念
の

た
め
熱
田
神
宮
に
、
太
鼓
の
大
き
さ
を
う
か
が
っ
た

と
こ
ろ
、
問
題
の
患
太
鼓
は
、
現
在
県
指
定
の
文
化

木
の
名
の
由
来

29

ウ
バ
メ
ガ
シ

財
と
な
っ
て
い
る
、
鎌
倉
時
代
の
作
と
い
わ
れ
る
も

の
と
お
ぼ
し
く
、
そ
れ
な
ら
ば
、
胴
の
径
が
九
十
二

セ
ン
チ
、
長
さ
六
十
七
セ
ン
チ
と
教
え
ら
れ
た
。
径

が
九
十
二
セ
ン
チ
と
も
な
れ
ば
、
少
な
く
と
も
周
囲

が
三
メ
ー
ト
ル
以
上
の
原
木
を
使
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
道

理
。
そ
こ
で
調
べ
て
み
る
と
、
昭
和
三
年
天
然
記
念

物
に
指
定
さ
れ
た
香
川
県
白
鳥
町
の
ウ
バ
メ
ガ
シ
は
、

地
上
七
十
セ
ン
チ
の
幹
の
周
囲
が
六
・
一
メ
ー
ト
ル
、

こ
の
部
分
か
ら
二
股
に
分
か
れ
、
支
幹
の
周
囲
は
、

一
方
が
三
・
八
メ
ー
ト
ル
、
他
方
が
三
メ
ー
ト
ル
に

達
す
る
と
い
う
。
と
な
る
と
、
主
幹
の
周
囲
が
三
メ

ー
ト
ル
余
の
木
な
ら
、
態
野
の
山
中
を
探
せ
ば
、
今

で
も
ま
れ
に
は
見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
れ
に
し
て
も
、
最
近
公
園
や
街
路
で
し
ば
し
ば

目
に
す
る
ウ
バ
メ
ガ
シ
の
、
こ
ぢ
ん
ま
り
と
刈
り
込

ま
れ
た
姿
か
ら
は
、
お
よ
そ
考
え
及
ば
な
い
大
き
さ

で
あ
る
。
も
っ
と
も
白
烏
町
の
ウ
バ
メ
ガ
シ
に
し
て

も
、
室
町
時
代
か
ら
土
地
の
豪
族
の
邸
の
庭
に
あ
っ

た
と
い
う
か
ら
、
そ
の
成
長
は
驚
く
ほ
ど
ゆ
っ
く
り

し
た
も
の
に
違
い
な
い
。

深
津
正

小
林
義
雄

や
つ
べ
》
て

成
長
の
遅
い
だ
け
に
、
材
は
至
極
硬
く
、
船
の
櫓
勝

や
櫓
啼
杭
は
ウ
バ
メ
ガ
シ
の
材
に
限
る
と
い
わ
れ
、
備

長
炭
の
原
料
と
な
る
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

ち
な
み
に
、
備
長
炭
と
い
う
の
は
、
元
禄
年
間
に
、

紀
伊
田
辺
の
備
後
屋
長
右
衛
門
と
い
う
人
が
工
夫
し

て
焼
き
出
し
た
も
の
で
、
昔
は
鋳
物
師
の
専
用
と
さ

れ
た
が
、
鰻
屋
や
料
理
屋
で
も
こ
れ
を
珍
重
し
た
。

果
実
は
食
用
に
な
り
、
紀
州
で
は
ま
た
こ
の
葉
を
パ

メ
茶
と
し
て
、
茶
の
代
用
と
し
た
。
伊
勢
地
方
で
は
、

い

節
分
用
の
大
豆
を
こ
の
木
の
枝
葉
で
妙
る
風
習
が
あ

り
、
ま
た
若
芽
を
枝
ご
と
摘
ん
で
、
天
蚕
の
飼
料
と

す
る
地
方
も
あ
る
と
い
う
。

さ
て
ウ
パ
メ
ガ
シ
の
語
源
で
あ
る
が
劇
牧
野
新
日

本
植
物
図
鑑
』
が
「
芽
出
し
の
色
が
茶
褐
色
に
な
る

う
ば
め

か
ら
姥
芽
の
意
味
で
あ
る
』
と
説
明
し
て
い
る
の
に

対
し
、
『
大
和
本
草
批
正
』
に
は
、
「
撤
芽
を
と
り
婦

人
歯
を
染
め
、
五
倍
子
に
代
用
す
。
故
に
ウ
バ
メ
と

名
づ
く
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
姥
（
老
女
）
が
、
こ
の

芽
に
含
ま
れ
て
い
る
タ
ン
ニ
ン
を
お
歯
黒
に
使
っ
た

の
で
、
姥
芽
の
名
が
起
こ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
両
説
と
も
ウ
バ
メ
ガ
シ
の
ウ
パ
メ

を
姥
芽
と
解
し
、
メ
を
芽
に
当
て
て
い
る
が
、
必
ず

し
も
芽
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う

う
ば
め
が
し

か
。
私
は
ウ
バ
メ
ガ
シ
は
、
姥
女
樫
で
は
な
い
か
と

う
篭
め

考
え
て
い
る
。
つ
ま
り
姥
女
と
い
う
の
は
単
に
老
女

の
意
味
で
、
お
そ
ら
く
、
こ
の
木
の
葉
の
表
面
が
、

し
わ

微
か
に
波
う
っ
て
い
る
の
を
雛
に
見
た
て
、
雛
か
ら
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デ
ン
を
は
じ
め
二
、
三
の
療
養
温
泉
の
施
設
で
入
浴

体
験
し
た
こ
と
の
あ
る
私
だ
が
、
こ
の
内
部
は
よ
く

で
き
て
い
る
。
建
材
が
い
い
。
林
業
技
術
と
い
う
べ

き
か
。
地
元
の
自
然
を
生
か
し
た
も
の
で
あ
る
。

素
足
へ
の
感
触
が
い
い
。
樹
肌
の
魅
力
が
あ
る
。

建
物
自
体
は
四
角
だ
が
、
設
計
が
よ
く
で
き
て
い
る
。

入
る
と
、
ま
ず
湯
を
か
ぶ
り
、
四
十
二
度
の
湯
ぶ
れ

に
入
る
。
次
い
で
「
う
た
せ
湯
」
で
マ
ッ
サ
ー
ジ
を

す
る
。
家
庭
で
は
で
き
な
い
「
箱
蒸
し
」
さ
れ
る
と

高
温
の
蒸
気
が
疲
労
を
と
っ
て
く
れ
る
。
ま
だ
あ
る
。

「
圧
注
浴
」
が
血
液
の
循
環
を
よ
く
す
る
。
ま
だ
あ

アケピ（画･筆者）

る
。
超
高
波
で
マ
ッ
サ
ー
ジ
す
る
「
泡
沫
浴
」
。
こ
れ
き
が
終
わ
る
こ
ろ
で
あ
る
。

ま
で
や
る
と
ぐ
っ
た
り
す
る
の
で
、
最
後
は
「
寝
湯
」
「
十
一
月
に
は
採
っ
て
食
べ
ま
す
」

に
横
た
わ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
採
ら
な
い
で
お
く
と
、
年
明
け
た
春
に

「
レ
ス
ト
コ
ー
ナ
ー
」
で
休
ん
で
気
分
一
新
し
て
外
美
し
い
黄
色
の
花
を
咲
か
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
菜

へ
出
て
み
る
と
、
ク
ア
・
ハ
ウ
ス
の
前
に
、
ひ
と
つ
が
「
野
沢
菜
」
な
の
で
あ
る
。

の
歌
碑
が
あ
っ
た
。
そ
の
最
初
の
種
を
こ
の
地
へ
持
っ
て
き
た
の
が
温

泉
街
の
一
角
に
住
ん
で
い
た
健
命
寺
の
和
尚
で
、
こ

朧
月
夜
の
人
が
今
も
「
野
沢
菜
生
み
の
親
」
と
し
て
名
を
残

菜
の
花
畠
に
入
日
薄
れ
し
て
い
る
。

見
わ
た
す
山
の
端
霞
ふ
か
し

野
沢
で
も
う
ひ
と
つ
有
名
な
植
物
は
ア
ケ
ビ
で
あ

春
風
そ
よ
ふ
く
空
を
見
れ
ば
る
。
ア
ヶ
ビ
の
蔓
で
編
む
よ
う
に
し
て
作
り
上
げ
る

夕
月
か
か
り
て
に
お
い
淡
し

鳩
車
と
い
う
郷
土
玩
具
は
他
地
に
は
な
い
オ
リ
ジ
ナ

リ
テ
ィ
が
あ
る
。
よ
く
あ
る
木
製
品
と
違
っ
て
、
ア

こ
れ
は
高
野
辰
之
の
作
詞
で
あ
る
。
こ
の
詩
人
兼
ケ
ビ
と
は
稀
少
価
値
で
あ
る
。

文
学
者
は
北
信
州
の
生
ま
れ
で
、
太
平
洋
戦
争
中
、
「
ア
ケ
ビ
の
実
は
、
幼
い
こ
ろ
採
っ
て
き
て
、
熟
し

こ
こ
に
別
荘
を
造
っ
て
晩
年
を
過
ご
し
た
の
で
あ
る
。
て
い
な
い
と
、
米
び
つ
に
入
れ
て
お
い
た
も
の
で
す
」

そ
の
跡
に
ク
ア
・
ハ
ウ
ス
が
建
っ
て
い
る
感
じ
で
あ
み
や
げ
も
の
屋
の
老
婆
は
そ
う
語
っ
た
が
、
食
べ

る
。
こ
の
歌
は
一
時
代
前
の
小
学
校
唱
歌
だ
が
、
今
ら
れ
る
木
の
実
を
つ
け
る
だ
け
に
、
今
や
地
元
で
も

で
も
こ
の
情
景
は
味
わ
え
る
。
そ
れ
は
こ
の
野
沢
温
移
入
に
頼
る
植
物
で
あ
る
。
縮
み
方
が
芸
術
的
で
高

泉
の
少
し
下
、
千
曲
川
く
り
で
あ
る
。
一
時
代
前
の
価
な
民
芸
品
で
あ
る
。

「
菜
の
花
」
と
は
、
「
野
沢
菜
」
の
こ
と
で
あ
る
。
野
首
の
と
こ
ろ
に
微
妙
な
色
が
ほ
ど
こ
し
て
あ
る
。

沢
菜
と
い
え
ば
、
こ
の
地
の
特
産
の
漬
物
で
あ
る
。
こ
れ
は
野
沢
温
泉
か
ら
わ
き
出
す
「
そ
ぶ
」
の
錆
色

い
や
、
い
ま
や
全
国
的
に
知
ら
れ
た
存
在
で
あ
る
。
で
着
色
す
る
の
で
あ
る
。

背
後
の
山
肌
に
は
ブ
ナ
と
カ
ラ
マ
ツ
と
ス
ギ
が
目
「
く
ち
ば
し
は
ミ
ズ
キ
の
小
枝
で
す
」

立
っ
た
が
、
そ
の
入
口
に
は
菜
の
花
畑
が
今
も
シ
ン
と
い
わ
れ
て
、
思
わ
ず
私
は
手
に
取
っ
て
み
た
。

ボ
ル
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
鳩
は
善
光
寺
の
鳩
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
あ

花
が
咲
く
の
は
春
、
初
秋
の
季
節
は
、
毎
年
種
ま
る
。
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九
月
の
初
め
に
、
信
州
の
北
端
の
山
中
で
〃
森
林

浴
″
を
楽
し
ん
だ
。
野
沢
温
泉
に
泊
ま
っ
て
、
そ
の

背
後
の
山
へ
登
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
森
林

浴
向
き
に
歩
く
コ
ー
ス
が
で
き
て
い
た
。

「
毛
無
山
と
い
う
名
前
な
の
に
、
実
に
よ
く
樹
が
茂

っ
て
い
ま
す
ね
」

と
同
行
し
た
学
生
が
言
っ
た
。
そ
の
感
想
の
と
お

り
で
、
そ
こ
は
一
面
ブ
ナ
の
林
で
あ
っ
た
。

野
沢
温
泉
か
ら
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
で
登
れ
る
の
で
、

森
林
浴
の
ス
タ
ー
ト
地
点
ま
で
歩
か
ず
に
着
け
る
。

海
抜
一
、
三
○
○
メ
ー
ト
ル
の
終
点
か
ら
、
「
上
の
平
」

と
呼
ば
れ
る
高
原
の
散
歩
が
楽
し
め
る
。

「
白
樺
の
樹
が
実
に
太
く
て
大
き
い
な
あ
」

と
都
会
育
ち
の
学
生
は
感
嘆
し
た
。
私
も
同
感
だ
っ

た
。
シ
ラ
カ
バ
の
密
林
で
あ
る
。
地
図
を
広
げ
て
今

歩
い
て
い
る
所
を
再
確
認
す
る
と
、
上
信
越
高
原
国

立
公
園
の
西
北
端
で
あ
る
。
日
本
海
か
ら
の
北
西
季

節
風
が
毎
年
秋
か
ら
冬
に
か
け
て
直
接
吹
き
つ
け
る

山
腹
で
あ
る
。
弱
い
樹
は
姿
を
消
し
、
風
雪
に
耐
え

た
個
体
だ
け
が
身
体
を
寄
せ
合
っ
て
い
る
感
じ
だ
。

森
へ
の
旅

●Ⅳ
森
林
浴
と
ア
ケ
ピ
細
工

今
乗
っ
て
き
た
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
の
ゴ
ン
ド
ラ
の
真

下
の
山
肌
に
は
ブ
ナ
が
密
生
し
て
い
た
。
こ
れ
か
ら

目
指
す
毛
無
山
と
い
う
山
の
名
は
、
改
め
た
ほ
う
が

い
い
と
思
っ
た
。
や
が
て
展
望
台
に
着
い
た
。
冬
は

豪
雪
地
帯
で
あ
る
。
ブ
ナ
の
樹
は
、
毎
年
の
雪
の
重

さ
で
真
っ
す
ぐ
に
伸
び
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、

人
間
で
い
え
ば
腰
の
あ
た
り
が
曲
が
っ
て
い
る
。

「
人
間
を
思
わ
せ
る
樹
で
す
ね
」

と
学
生
も
樹
の
肌
を
な
で
て
い
た
。
幹
の
太
さ
は

直
径
五
十
セ
ン
チ
も
あ
る
の
に
、
雪
の
重
み
に
耐
え

か
ね
る
の
だ
ろ
う
。
根
元
か
ら
約
五
メ
ー
ト
ル
の
高

さ
の
所
で
、
枝
が
十
本
以
上
に
分
か
れ
て
い
る
の
も
、

積
も
る
雪
の
深
さ
を
想
像
さ
せ
る
。

「
樹
も
生
き
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
ね
」

と
学
生
が
言
っ
た
の
で
、
〃
フ
ィ
ト
ン
チ
ッ
ド
〃
と

い
う
言
葉
を
思
い
出
し
た
。
樹
が
発
散
す
る
眼
に
見

え
な
い
揮
発
性
の
も
の
が
、
人
間
に
与
え
る
効
果
。

そ
れ
を
最
初
に
評
価
し
た
の
は
ソ
連
の
学
者
、
ト
ー

キ
ン
で
あ
る
。
そ
れ
も
半
世
紀
ほ
ど
前
の
こ
と
だ
と

い
う
か
ら
、
樹
は
ま
だ
ま
だ
神
秘
的
な
機
能
を
秘
め

岡
田
喜
秋

て
い
る
と
い
え
そ
う
だ
ｃ

オ
ゾ
ン
層
の
破
壊
を
憂
え
る
声
も
最
近
や
っ
と
聞

こ
え
出
し
た
が
、
樹
の
神
秘
も
、
見
え
な
い
部
分
に

あ
る
は
ず
だ
。
森
林
の
中
で
わ
き
出
す
妙
な
る
香
り
、

そ
れ
が
人
間
の
こ
こ
ろ
を
沈
静
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ

れ
は
テ
ル
ペ
ン
系
の
物
質
だ
と
い
う
こ
と
が
最
近
わ

か
り
、
化
学
的
に
も
そ
の
効
果
が
裏
付
け
ら
れ
て
い

る
。

「
涼
し
い
な
あ
」

と
学
生
が
言
っ
た
。
下
界
の
残
暑
を
忘
れ
て
い
る

と
き
だ
っ
た
。
下
車
駅
の
近
く
を
流
れ
て
い
た
千
曲

川
の
水
面
か
ら
は
数
百
メ
ー
ト
ル
高
い
海
抜
一
、
五

○
○
メ
ー
ト
ル
の
林
中
、
こ
こ
で
は
頭
上
の
太
陽
の

熱
を
樹
々
の
葉
が
吸
収
し
て
く
れ
て
、
お
そ
ら
く
、

日
射
量
は
五
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
に
減
っ
て
い
る
だ

ろ
う
。
だ
か
ら
、
涼
し
い
の
で
あ
る
。

帰
り
に
は
「
森
林
浴
へ
ル
ス
コ
ー
ス
」
に
な
っ
て

い
る
ロ
ー
プ
ウ
ェ
ー
の
下
の
山
路
を
通
っ
て
み
た
。

シ
ラ
カ
バ
、
ダ
ケ
カ
ン
バ
、
ブ
ナ
の
混
じ
る
森
の
中

に
人
間
が
背
筋
を
鍛
え
る
た
め
の
施
設
が
で
き
て
い

る
。
ス
ト
レ
ッ
チ
ン
グ
、
パ
ワ
ー
ア
ッ
プ
、
エ
ア
ロ
ビ

ク
ス
の
組
合
わ
せ
で
身
体
を
動
か
し
な
が
ら
下
っ
て

ゆ
く
と
、
野
沢
温
泉
は
眼
下
に
湯
煙
を
上
げ
て
い
た
。

そ
の
源
泉
に
近
い
所
に
、
「
ク
ア
・
ハ
ウ
ス
」
が
あ

っ
た
。
「
ク
ア
」
と
い
う
ド
イ
ツ
語
も
今
や
だ
い
ぶ
普

及
し
た
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
ク
ア
・
ハ
ウ
ス
は

建
物
も
立
派
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
バ
ー
デ
ン
・
バ
ー
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農材鵜
割りばしの演出は悲劇か喜劇か

最近，ゴルフ場の開設反対運動

と並んで，割りばしの使い捨てに

対するさまざまな行動や意見がマ

スコミをにぎわす。もとより，ゴ

ルフ場と割りばしはまったく次元

の異なる問題であるはずなのに，

自然保護を教条的にとらえる人々

には，同列同根と映るらしい。こ

の風調に乗ったのか名を売りたい

のかわからないが，近ごろ自治体

や会社の社員食堂から割りばしを

追放という記事が伝えられる。中

にはプラスチックばしにギザギザ

を刻んでウドンやソバが滑らない

くふうをし，一人一人のはし入れ

も用意して，1膳分で数千円也を

投じたという。この結果1年で

ン？本の木を伐らないですむと胸

|統計＃二みる日本の林業’

を張る。

林野庁の調べによると1年間の

割りばし使用量は，4.800ケース

(1ケース5.000膳),木材使用量

は50万nfだという。うち52%が

輸入で中国が58％を占め,使用樹

種はシナ，カバ，アスペン。東南

アジアからは27％で樹種はメル

クシマツ，ブバスとなっているが

これは南洋材伐採量0.02％程度，

しかもメルクシマツは松ヤニ採取

用として櫨林されたもの，採取適

齢期が過ぎると伐採され山地で腐

るに任せていたものだという。

一方,消費量の42％を占める国

産の割りばしも，櫛種はスギ，ヒ

ノキ，アカマツ，エゾ・トドマツ、

シナ，カバ，ハンノキなどである

図｡l香港における乾しいたけの輸入

輪

入

量
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ら

が，その多くは製材残材や建築用

等に不適なものが使用されている。

輸入割りばしも国産割りばしも

その原料の大部分は，残材や廃材

として元来棄てられる運命のもの

が，割りばしに加工されることに

よって，付加価値を増してよみが

えり，その収益が森林に返って，

豊かな緑の樋となるわけである。

ここらの理屈を飛び越えて，あ

るいは知らないままの割りばし悪

者呼ばわりは迷惑千萬この上なく，

まさに現代の魔女狩りといえる。

林業者やはし製造業者そして流通

業者への生活権侵害であり，さら

には個々の消費者に対しての押し

つけでもある。自己主張だけが無

上の真理であるかのどとき最近の

過激な自然保護運動が，正義の味

方月光仮面を気取るのはいい加減

やめにしてもらいたいものである。

こうした風調の中で，先日東京

練馬区武蔵中学校の｢割箸研究会」

が研究成果をまとめたrわりばし』

四

海外市場の開発が

急がれる乾しいたけ

わが国の乾しいたけの輸出量は，

昭和30年代以降ゆるやかな増加

傾向にあったが，昭和59年の

4,087tをピークに減少傾向に転

じ，平成元年の輸出鍵は，前年に

比べ23％減少して1,439t(昭和

40年代前半の水準）となった。

これは，円高によってわが国の

乾しいたけの輸出価格が上昇した

こと，中国産の輸出量が増加した

こと等によるものである。

わが国の乾しいたけの輸出先は，

香港，シンガポール，アメリカ，

カナダ等となっており，平成元年

におけるシェアはそれぞれ74％，

15%,7%,1%となっている。

このうち香港における輸入量に
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を発表したとの報道があった。

40頁に編集されたその内容は，

割りばしの製法から始まって割

りばしの種類，歴史，使い方や

割りばしにまつわる民話そし

て割りばし文化とその必要性，

さらには最近のマスコミの報道

姿勢など多面多岐にわたる取材

と，その分析で埋まっている。

それはあくまで冷静客観の立場

を貫き，最近の魔女狩り的割り

ばし論に疑問を呈している。

大人たちが事実確認もないま

ま，ただ感情的にふるまい，昼

食のソバ店で持参のはしをこれ

見よがしに出してソバをすする

図なんて悲劇，それとも喜劇。

自己の不勉強を世にさらしてい

るのも知らずに。
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先日，埼玉県比企郡小川町の

和紙生産者を訪れたとき,「ピッ

カリ千両」という言葉を聞いた。

その意は"晴天が続くと干して

ある紙の表面がピッカリ光る。

つまり太陽が出れば千両もうか

る"で,その昔ここで生産された

手すき和紙が細川紙（和歌山県

細川奉書の系譜をひく厚手の，

コウゾ100%の和紙）と呼ばれ，

江戸の紙店，帳屋，傘屋，呉服

屋，唐紙屋などで大量に売られ

た盛況をしのぶ言葉であった。

文化14年(1817)には付近24力

村ですき屋705戸を数える一大

和紙生産地帯であった。江戸の

商家の大福帳，浮世絵の画紙，

書籍用紙などの膨大な需要にこ

たえたのが，この地の手すき和

紙生産者たちであった。

ところで，この手すき和紙の

生産に最初の打撃を与えたのは，

明治初年の洋紙の導入であり，

次いで明治後期の機械すき和紙

への転換であった。全国的にも

68,562戸を数えた明治36年

(1903)の手すき戸数をピーク

に，以降急速に機械すきに変わ

っていった｡｢手すきで生産する

1カ月分を，機械すきなら7時

間でできる」（細川紙技術保持

者，内野要吉氏81歳，談)ほど

の工程差があるだけに，手すき

生産の衰退も必然であった。し

かしその後，もう一度手すき和

紙の時代があった。「風船爆弾」

用紙を生産した戦争末期であっ

た。「ふ号兵器｣と呼ばれ，軍事

機密のもとに置かれていたので，

詳細はわからないが，36尺（1

尺は約30c1'')判の手すき和紙が

軍の命令で製造されたという。

コウゾ苗も無償で交付された。

この時期を第二のピークとして，

以後急速に衰えていった。

現在の和紙生産者は19戸で，

この中に内野氏のように細川紙

の伝統技術を保持している人も

いる｡昭和53年に重要無形文化

財に指定された細川紙は，画家

の故林武氏，書家の篠田桃紅氏

らに愛用され，各人の注文に応

じて叩解の仕方を加減したり，

洋紙パルプを少量混ぜたりして

いるという(内野氏談)。和紙の

持つ味わいと潤いを求めてここ

を訪れる人も少なくない｡｢ピッ

カリ千両」は死語となったが，

代わりに和紙の持つ伝統と潤い

の中に心の豊かさが求められて

いるのであろう。

（筒井迪夫）

ついて見ると，安価な中国産が，

最近，急激に伸びているのに対し，

わが国からの輸入量は，長年にわ

たって減少傾向を示している

(図・1)。

また，価格について見ると，両

者の価格差は広がってきており，

今後，低価格化による輸出の拡大

は困難と考えられることから，わ

が国の乾しいたけに対する高級品

イメージや安全性，衛生面におけ

る信頼感等を生かして輸出の拡大

に取り組んでいくことが重要とな

っている。

このため，ターゲットとする需

要者を絞るとともに，需要者のニ

ーズに合った商品（例えば，高品

質で規格の一定した商品や加工度

を高めた使いやすい商品等）の開

発，および安定供給体制の整備に

より，新しい海外市場を開発して

いくことが急務となっている。
通BMMﾛ叩叩”ﾛ聚冒目雲冒醒肥ﾛﾛﾛ“賑叩MOM叩QU叩雛”亜醒ﾛ函罷即期QW叩朋ﾛ叩冒
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サブタイトルにあるとおり，こ

の風変わりな樹に魅せられる人は

多いと思う。

特にチューリップのような形を

した鮮やかなオレンジ色と緑の交

じった花をひと目でも見れば，一

生忘れ得ない樹の1つとなるだろ

う。

このユリノキ（〃ｿ"ぬ""wz

“ゆ"'tzL.),現在は北海道から

鹿児島県まで20()ヵ所以上で生育

していることが確認されているが，

もとをただせば，アメリカ合衆国

からもたらされた種子から増やし

た苗を，庭園樹や街路樹として植

えたものである。

原産地アメリカの北東部アパラ

チア山脈一帯には，かつてユリノ

キを優先種とする広大な天然林が

あったという。しかし，ご多分に

漏れず西へ西へと人々が浸透して

いくにつれて伐り尽くされ，原生

林は国立公園などにわずかにその

姿をとどめるのみという。

幸か不幸か，この樹は成長旺盛

で樹高60mにもなり，幹は通直．

完満で枝下が高く，材は白く比較

的軽くて強度も大だというから，

建築･家具用材はもとより，製紙・

合板用材などとして大々的に伐採

が進められたのも致し方ないとい

うところか。1920年1年間のケン

タッキー州の伐出量が1800万nf

を超えていたというから，その規

模が知れよう。

さて，著者はわが国のユリノキ

のルーツにも迫った。

わが国で最初の理学博士にして

近代的植物学者伊藤圭介（東大教

授･1803～1901)が，明治初期に

教育学者で東大に勤旙していたア

メリカ人から贈られた種子から得

た苗を小石川植物園や新宿御苑に

植えたものが始祖であろうとの推

論に至る。

それがやがて東京の街路樹とし

昆珊細N§
粋:．::::::鍛繊:蕊::::::．:．:愚･篭.：

毛藤勤治ほか著

ユリノキ

という木
一魅せられた樹の博物誌一

発行

(株）アボック社出版局

〒247鎌倉市岩瀬905

（恋0467-45-5119）

1989年12月15日発行

四六判，301頁

定価1,800円

日本の山村は人口の面において

急激な変化を経験した地域が多く，

それぞれの地域でさまざまな対応

が見られた。一方では挙家離村，

一方では社会（協同体）組織の再

編，そして従来の生活様式の堅持

などである。

歴史学者が指摘しているように，

歴史の節目には必ずある種の矛盾

と再編が見られるが，現代の山村

問題も例外ではない。

ところが，○○地区では挙家離

村／××地区では新たな社会

(協同体)組織を再編／といった

"大きな変化"はよく注目されるも

のの，変化の嵐の中での無変化は

あまり注目されない。しかし，外

見上は無変化であっても，実質的

にはどうなのであろうか。人知れ

ない葛藤があるのではないだろう

か。もし葛藤があるとすれば，そ

れは何によってきているものなの

であろうか。

そのあたりに1つの視座を据え，

紀行文というスタイルを借りた

"山里学序説"とも呼べるものが本

書である。

著者は哲学の道を歩まれ，その

問題意識は1989年農文協刊の『自

然・労働・協同社会の理論』とい

うタイトルに端的に示されている

といえよう。これは，人間が長い

間に暮らしとのかかわりから体で

覚えた自然のシステム，そこに生

活をうまく組み入れてきた知恵，

自然のシステムと生活のシステム

を保続させるための協力体制の知

恵，と読むことができる。山里に

ついていえば，これらすべてを山

里の論理，山里の主張と置き換え

ることができるのである。

『山里紀行』の自序の中から著者

の視座を確認しておこう｡｢山里に

はその歴史が生みだしたく山里の

内山
綣
即 著

山里紀行
－山里の釣りからII-

発行

㈱日本経済評論社

lO1東京都千代田区神田神保町3-2

(a03230-1661)

平成2年4月25日発行

四六判，261頁

定価1.648円（〒260)

〒
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て用いられたり，盛岡高等農林学

校（岩手大学）にももたらされ，

戦後北海道にも渡ることになった

といういきさつも詳しく書いてあ

る。

いまだ数は少ないが，全国に植

栽されるように鞍ったのは，明

治・大正期の先人の努力もさるこ

とながら，発芽率がきわめて悪い

この樹の播種・育苗に，著者の考

えた一風変わった方法が成功した

ことがものをいっていると見受け

られる。

博物誌と銘打ってあるだけに，

名前の由来から，形態・生態・花

密・薬としての利用・化石の話に

至るまで数人の寄稿も含めて話題

は豊富である。また，所々に挿入

されているカラー写真を見るだけ

でも楽しい本だ。

(H.Y)

系＞がある。自然と自然の系，自

然と人間の系，人間と人間の系。

それらはお互いに結ばれながら，

山里の世界をつくりだしていた。

しかしその系は経済的価値も生ま

ないし，近代社会のスピードや合

理性に適応しない。近代社会のな

かでく山里の系＞を守ること自身

のなかにある自己矛盾，村人たち

が挑戦しているものは，この自己

矛盾である」

本書の本体を成す論稿は，『山

林』誌に1984年1月～1990年3

月まで連戦されたものである。ヨ

ーロッパ31編，日本38編の思索

を重ねられた山里点描は，対比に

よってそれぞれの山里の姿をより

いっそう鮮明に描き出している。

人にしる物にしろ，必要性がある

からこそ，誇りがあるからこそ存

続する山里，の論旨は実に興味深

い。

(1.Y)

43

他で雇壹》1

お前も悪者か

今ほど地球規模での環境問題

が注目されたことは，かつてな

かった。環境問題といえば，即

座に森林の伐採による環境破壊

へと議論が発展することが多い。

こういう議論も理解できないで

はないが，中には実に偏嫉な考

え方もある｡例えば,"割りばし”

は使い捨てで資源のむだ使いで

ある，と同時に森林破壊へつな

がるという考え方や運動がある。

ある役所では，割りばしの廃止

運動を推進しているという。悪

い話ではないかもしれないが，

山林の実情や原料，製造過程な

どについて，あまりにも知らな

さすぎるということはないか。

実情をよく認識している人たち

がいうように，割りばしは小径

木や端材の有効活用であり，森

林を生活の場としてうまく管理

し，森林資源を保護し，利用す

ることに役立ってきた，という

ことを，正しく理解していない

ようである。一方，ある一市民

が有名新聞紙上で，「…中略…，

もしこの話が真実であるなら，

割りばし廃止運動は，我々日本

人の生活から利便と清潔を奪い，

東南アジアの貧しい腱民の生活

を破壊し，かつ日本の美しい杉，

ヒノキの森林を荒廃させること

にもなるのだが…｣,と述べてい

る投書を見つけた。こういう考

え方の市民もいる。

効用があっても使い捨てとい

うことが，資源のむだ使いとい

うイメージに直結するのであろ

う。となると，極端な話である

が，トイレットペーパーは使い

捨ての代表の1つであるから，

紛れもなく資源のむだ使いであ

る。調査や試算をしたことはな

いが，わが国で消費されるこの

量は，年間で莫大なものになる

と思われるが，これは森林破壊

につながるということにならな

いのであろうか。へ理屈のよう

だが，完全な水洗にすれば，大
変な量の資源の節約にもなるし，

森林破壊防止の一助にもなろう。

こうした議論と行動はどうして

出てこないのか。‐ド品な話にな

って恐縮であるが,｢上の口も下

の口も｣,ともに木材のお世話に

なって，森林破壊に貢献してい
るというのに。割りばしが悪者

なら，「トイレッ1､ペーパー，お

前もか！」と叫ばなくてはなら

ないであろう。

自然保護の立場から，青秋林

道の建設計画は中止され，また

天然記念物のクマケラの保護の

ために，国有林の伐採はしない

という方針も出された。こうい

うこともなくてはならない。

自然保護の重要性はわかる。

これを唱えるために,｢|塊より始

めよ」の発想と行動も理解でき
る。しかしながら，偏狭な理解

で割りばし悪害説を主張し，行

動するような地球環境保護論を，

私は持ち合わせていない。元凶

は,戦後45年間で培われた，世

界に類を見ないr高度物質文

明｣，これに埋没しきった｢我々

の心の中」にある。もっと広く，

深く日本人の心を洗い直す必要

があると思うが，偏見か。
(S・ダスト）

（この欄は綿災委員が担当しています）

林業技術No.5811990.8
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林業経済研究の展開と今日の課題

森林総研関西支所黒川泰亨

林業経済No.500

1990年6月pl～6

筆者は，以前同誌上にr林業経

済研究の課題と日本林業の発展方

策」と題した小論を発表したが，

筆者の林業経済研究に対する基本

的な考え方は，この小論に集約さ

れているので，本稿は，これを基

にしつつ，戦後の林業経済研究の

展開と今日の課題について再考し

たものである。また，本稿の取り

まとめに際して検討した研究論文

は，主として『林業経済』誌に掲

載され，日本林業を直接対象とす

るものに限定している。

昭和23年の創刊以来『林業経

済』誌上に掲戦された研究論文は，

2,300余点の膨大な数に上ってい

る。そのすべてを通読することは

到底不可能であるため，その中か

ら重要と思われる研究論文を摘出

して再読しながら，戦後における

林業経済研究の展開とその課題に

ついて，若干の考察を加えている。

また本稿では，一般経済の研究，

農業経済の研究，さらには林業経

済の研究の動向を対比しつつ，林

業経済研究の展開過程を振り返り，

その特徴と問題点を明らかにして，

問題に迫る。

18年生クモトオシ肥培林の成長

と春季の針葉の養分濃度一毎

年施肥された黒色火山灰土の林分

宮崎大学農学部野上寛五郎

森林と肥培NO144

林業技術No.5811990.8

1990年6月p.4～7

クモトオシは早生のスギの品種

であり，樹幹は完満，通直，挿し

木の発根は良好であり，施肥の反

応性も大きいといわれている。ス

ギの品種に対する施肥効果につい

ては，壮齢林を対象に調べられた

ものは少なく，クモトオシに対す

る肥効についても同様であり，壮

齢林についての検討が必要と考え

られる。今回，黒色火山灰土に生

育する18年生のクモトオシ肥培

林を1989年5月に調査すること

ができた。この林分はすべてに毎

年施肥されており，その対照とな

る林分が近くにないため，同様な

土壌環境での力瑚巴の効果は確かめ

られなかったが，成長良好な肥培

林の事例として，春季の蕊分濃度

も含め，その結果を報告している。

森林の±保全機能0羽暁を顧みて

元林業試験場防災部川口武雄

水利科学NO192

1990年4月p.106～130

森林の公益的機能の中核的存在

といえるのは,｢森林の水土保全機

能」であろう。その「森林の水土

保全機能」の一翼を担う「森林の

土保全（荒廃防止）機能」の研究

成果を回顧した本編が,｢森林の土

保全機能」の今後の活用・研究の

一助になるよう書かれたものであ

る。

「森林の土保全機能」の名称･分

類，および『森林の土保全機能」

を｢森林の表面侵食防止機能」「森

林の土砂流出防止機能｣r森林の山

崩れ防止機能」の3つに分けて，

それぞれ,①森林との関係,②防

止のための森林の取り扱い,③特

記事項，について，1989年までの

研究の変遷を述べている。

林業機械化への課題と留意点

一高能率機械の導入といま

林業者のなすべきこと

京都大学農学部神崎康一

森林組合No.241

1990年7月p4～8

昭和62年に北海道の三津橋産

業が，カナダからRotoSawを付

けたフェラーパンチャーTimb.

Co2520と，スキッダーTimber-

jack450Aを輸入して，伐木，集

材のそれぞれの過程で60～80㎡／

人・日という驚異的な能率が得ら

れることを実証した。それ以来，

にわかに大手の林業関係会社によ

る外国製の高性能林業機械の導入

が行われつつある。

高性能の林業機械の輸入で，わ

が国の林業の機械化が完成するの

では決してなく，むしろ，これが

わが国の林業機械化の始まりなの

である。わが国の林業機械化が一

段落するまでには,これから10年

はたっぷりかかるのではないかと

思う。地域や生産品あるいは企業，

個人，または組合などのグループ

ごとに，何度も試行錯誤を繰り返

さなければならないことであろう

し，林業者自身が応分のリスク負

担をし，開発や研究のための出資

をしなければならないことであろ

う。



日本林業に適した機械化推進の

方向などについて，これから，機

械化を進めていくにあたって，個

個の林業者が常に考慮しておかな

ければならないであろうと思われ

る原則的なことについて，述べら

れている。

サンフランシスコ地震と木造建築

東京大学地震研究所伯野元彦

山林No.1273

1990年6月p.24～30

平成元年10月17日，サンフラ

ンシスコ現地時間午後5時4分に

サンフランシスコ地震が発生した。

デンバーでの講演発表を済ませ，

その足で現地入りし被害調査を行

った。その報告と，ひるがえって

日本の木造建築を見た場合の感想

が述べられている。

今回のサンフランシスコ地震の

特徴の1つに，4階建てぐらいの

木造鍾築が集中的に被害に遭った

ことが挙げられるが，この原因は，

1階部分に壁が少なかったこと，

耐震設計がされていないことなど

が挙げられるが，それに比べて，

日本では，建築基準法によって耐

震設計がされている木造建築がほ

とんどであり，伝統的な筋かいな

どの工法が生かされ，また4階建

てなどの高い木造鍾築は許可され

ないなどのことから考えて，この

ような被害の可能性はまったくな

いといえよう。

研究開発による木材需要の開拓

北海道立林産試験場青柳正英ほか

北方林業42－6

1990年6月p.25～33

林業林産業は近年，急激に進

展する経済の国際化や国民ニーズ

の多様化，高度化など社会・経済

の変化への早急な対応を迫られて

いる。平成元年度版『経済白書』

によると，わが国の企業は昭和60

年秋以降の円高に代表される厳し

い経済環境を克服するため，製品

の高付加価値化，生産技術の高度

集約化(ハイテク化)，情報の活用

および経営の多角化など従来と異

なる産業の高度化を進めていると

いわれる。

生産技術の高度化等による付加

価値の高い商品の開発は，木材関

連企業にとってもきわめて重要な

課題である。

本論では，“一般道民に木材･木

製品の特性や用途など知識や理解

を深める”ことと“企業において

は，付加価値の高い商品の開発に

向けて，技術や経営の高度化を図

る”ことが長期にわたって木材・

木製品等の需要の安定，促進，ひ

いては林業側の経営の安定，意欲

の向上につながるとの視点に立っ

て，国産材時代を迎える本道主要

樹種であるカラマツ，トドマツ人

工林材の利用に関する北海道立林

産試験場の試験研究の内容とその

成果の普及上の課題等を検討し報

告している。

木材接着の動向と課題

東京大学農学部富田文一郎

木材工業Na519

1990年6月p.8～13

木材接着は，大別すると，木質

材料の製造およびその2次加工，

各製造等の木工関係，建築関連の

3分野に関係する。

材料開発では，高耐久性木質材

料の開発や木質材料の複合化・機

能化・軽量化などが課題と思われ，

他材料との接着や2次加工での接

着技術，さらにLVLやボード類

の連続成型に対応するような，低

温で高反応性の速硬化性接着剤の

45

開発が課題と思われる。

（財)日本住宅・木材センターが

行った「木材工業の技術予測」に

関するアンケーl､調査の結果によ

ると，木質材料用接着剤では，既

存接着剤の改良や複合化技術とと

もに，塗付や成型工程等の技術開

発がなされるものの，新規接着剤

の開発は難しいと予測されている。

また，新しい天然物系接着剤が若

干ではあるが使用され始める。接

着接合技術は進展し，木質構造や

現場施工に多用されるようになる

が，構造体の接合には，信頼性の

面から適用することが難しいと予

測されている。

レーザによる木材加工

飯田工業（株）白石工

林材安全NQ495

1990年5月p.6～13

昭和52年からの通産省工業技

術院「超高性能レーザ応用複合生

産システム研究開発」の大型プロ

ジェク|､が進められ，レーザ発振

技術，レーザ応用技術，加工技術

が急速に発展してきた。

この中でCO・レーザ加工機が

木材産業に対していかなる応用が

できるか，またその効果はどうか，

等について，実験研究の結果を基

にレポートしている。
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＜平成2年度＞

山火事予知ポスタ－「図案」「標語」募集要領
＜要旨＞山林火災の危険を広く国民一般に周知させ，

山林火災の予防・森林愛護の必要性を強調したもの。

ただし未発表の創作に限る｡入選作品のうち特に優秀

なものは平成2年度当協会作成の『山火事予知ポスタ

ー』として採用します。どなたでも応募できます。

はすべて日本林業技術協会に帰属することとします。

＜募集締切期日および送付先＞平成2年9月30日締

切(当日消印有効)。日本林業技術協会『山火事予知ポ

スター図案・標語j係まで。

＜作品要領＞図案について，ポスター用紙は51cInX

36cIn,縦がきとする。油彩・水彩・クレヨン何でも

可。ポスター作品の裏面にも住所・氏名を明記のこ

と。標語については官制はがきに1人何点でも可｡文

語，口語，長さも自由。

応募作品は一切お返ししません｡入選作品の著作権

＜発表＞入掛者には直接通知するとともに，会誌｢林

業技術」11月号に発表いたします。

＜入賞者には＞l等（図案･標語の部各1名）日本林

業技術協会理事長賞（副賞として記念品)，2等（図

案･標語の部各2名）同賞(副賞として記念品)，佳作

若干名には記念品を贈呈いたします。

日本林業技術協会

協会のうごき ’

◎熱帯林管理情報センターを設置

本会では，熱帯林管理情報シス

テム整備事業の推進を図るため，

8月1日付をもって，新たに「熱

帯林管理情報センター」を設置，
これに伴う人事異動として，小泉

常務理事を同センター担当とし，
渡辺宏技術開発部長を同所長に任

命するなどの関連人事を同日付け

で発令。

◎海外派遣

ブラジル国クパトン地域海外山

脈災害防止復旧計画調査のため，
7/11～8/24まで成田孝一主任研

究員を派遣。

◎番町クラブ7月例会

7月24日本会会議室において，

熱帯農業研究センター大角泰夫研

究技術情報官を講師として，日林

協会員配付図書『土の100不思議』
刊行への道のりについて講演。

◎講師派遣

依頼先：千葉大学園芸学部

内容：同大学非常勤誰師

期間:10月1日～3年3月

31日

講師：調査第三部次長

高木勝久

◎海外派遣

タイ国造林研究訓練計画（フェ

ーズ1I)パイロットインフラ整備

事業施行監理業務（第2次）のた

執務時間変更のお知らせ

8月1日から当協会の執務時間を15分ずつ繰り下げて,次のとおり

変更させていただきました(地方事務所は従前どおり)。皆様にはご理
解のほどよろしくお願い申し上げます。

記

平日：午前9時15分～午後5時15分まで(正午から1時間休憩)。
土曜日：午前9時15分～12時30分まで。なお，毎月第2・第4土曜

日は休日とさせていただいております。

林業技術No.5811990.8

め，今井忠美研修室長を8/7～26

まで派遣した。

◎海外研修員の受入れ

ブラジル国，ゼニブラ・フロレ

スタル社の林業技術者を，（社)海

外農業開発協会からの依頼により，

次のとおり受入れた。

氏名：ルイス．アントニオ.クンセ

ル．（企画部長）ほか2名

内容：林業一般

期間：6月25～27日，8月6日

（4日間）

平成2年8月10日発行
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’
現代林学講義・全10巻/最新刊

I ’
上飯坂責編著

A5判/192頁/定価4,429円(税込)/〒260

わ力掴には，森林･林業に携わる先人の並々ならぬ努力により．1千

万haの人工林力鐙成され，毎年の生長堂も国内の需要に四散するもの

となっている。し力‘しながら．タ耐その他建築資材等との競合て；森

林を整備利用して行く主体の材錐が大変厳しい状況にあり，林業労

働者も減公高齢化力進行しており，若年者の参入も1迦〆で；来たる

べき「国麗材時代」に樹木はある斌伐出，遮材を担う人が上､ない慰

どと言う事態も危倶される。本書は，森材鏡源を木材として利用する

ための技術についての学問的成果を系統的に取りまとめたものである。

南雲秀次郎・舞愉光博共著
A5判/256頁/定価4,635円(税込)/〒'310

對滞林の減少流峨飛環境問題の一つとして大きく取り上げられ，21世

紀を間近に控える中て1人類の生存と森林との係わりにつも'て国際的な

関心が高まっている。また，わ力潤は1千万ha余の人二噸造成を成し

遂げ資源的な基礎はできあがっても､る城これを更に充実させ多欄上‘

高度化する国民の要謂に応えてl･〈ためには，正確な'i解踏理と的確

な生長予測等が不両吹である。本書は，樹木やその集団て甲ある林分の

樹兄を定量的に描屋し，生長予測等を行う「測樹学」につ(’て，これ

までの学問的成果を取りまとめたものである。

現代林学蕊義／既刊

－木材利用詞列集一
木材禾嶋研究会纒A4判/216頁/定価4.635円(税込)/〒360

翻鰹等翻瀦

4円(税込)/〒260
ものである。実践は折中他

職溜蕊蕊畿勢

平田種男著A5判/164頁/定価2、

織擶職騨譲碇縦鰄
と理論の両面力報われている減両而の区別を

Z,884円
めたもの
ら恋い。
を忘れぬ

筒井迫夫編著A5判/248頁/定価3,605円(税込)/〒310
いままてtD嚇政掌』とは異なり．現代の重要課題に熊点を合せ,麓点的に叙
述したことに特徴力坊る。取上I溌頒域は邸林政思想朴錐･森材軽営と山村
間題労働問題市鯛錨縫環靖評価であり．第一熱り著者らの書き下ろし。

ナミックに紹介／
●全都道府県，全営林（支）局の木材需要拡大へ
の取組みも一挙に掲載／
●各界著名人の木にまつわるコラムを5本収録ノ

藤鐸篭懲離ﾉ瀦鴫患ﾉ瀧識／
’ 本収録／

島三郎／
名武雄
て掲戦／

灘章／

山口伊佐夫著A5判/334頁/定価4.429円(税込)/〒310

溌摩認蕊f¥鐘蕊謹醗:繍認鰯鰯鷆縦
ためのものとし，砂防工錘舗として議遮きれてL‘,ろ。

●木材利用の有識者による木の話も併せて
木の話執篭者〔掲戦順・敬称略〕：大郁
渡辺班和／西岡常一／素邦男／荻野

一一＝Iq

図書のお知らせ

日本の森林土壌 B5判･706頁
本体15,000円

付。日本の森林土壌分布図(200万分の1･多色刷),林野庁監修／「日本の森林土壌」
編集委員会編集

今を去る昭和22年，腱|有林野|壊調奄蛎業が|淵始され,II"1129年からは,"fi林
のt壌調査(適地通水調査事業)も開始された。以来,tllil数T･橘の技術者により，

Iq半lll紀余にわたり実施され，その調査傾城は，わが国森林ldi猿の7割に及ぶ朧業
の達成となった。本-祥はゞこれまて､のIIj調査の成果を総括し，わが1劃森林I嬢の齢
尚到達域をしるす普として編さんきれたものである。

＃

＝竺理Y篭罰

日本林学会第100回大会記念

都市と森林森林と人間との共存の道を求めて…
B6判･111頁・定価865円（〒別）企画・編集日本林学会

第一部記念講演人・森林．そして文化〔木村尚三郎〕／脱都市化と森林〔下河辺淳〕
第二部パネルディスカッションレクリエーション活動とみどりの開発〔原重一〕／帯広の森とまちづく

り〔田本憲吾〕／都市における河川環境〔高橋裕〕／河川水を絆に支え合うべき都市と森林〔中野
秀章〕／都市工学から見た森林〔伊藤滋〕／森林配置の見直しを－地方からの発想〔北村昌美〕／
質問と討論／出席者略歴／日本林学会第100回大会記念行事の企画と実行経過

=発行日本林業技術協会一
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森林の旧O不思議
●森林総合研究所所員82名による執筆

森林の働きの大切さを知らない人はいないと思います。し

かし．その帥きが森林のどんな仕組みによるものなのか，‐－．

本一本の木や草は，そこでどんな役割を果たしているのかを

知っている人は，あまり多くはないと思います。

いま，森林にもいろいろな角度から科学の光力童当てられ，

これまで当たり前だと思っていたことにも意外な事実が潜ん

でいたり，正しいと信じられていたことカミ実は間違いであ

ることなどがわかってきました。

■I■■■一■■■■■－8■■■■■■I■■■■一一■■■■■■■■■■一■■■■■ロ■■■■■■■ﾛ■■■－』■■■■■一■■■■■■一■■■■■■■■■■■■一1■■■■■一■■■■■■■■I■■■

十 言の100不思議
●森林総合研究所，農業環境技術研究所，
農業研究センターほか85名による執筆

合

上も，水や窄気と同じように，身近にありすぎて、ふだん

その存在や役削に注目することはありません。

しかし，“蹄なる大地"というように，私たちの暮らしのほ

とんどは-tに依存しています。その土を雛使すれば肥沃な耕

地も不毛の荒野と化すことは歴史の教えるところです。

-I:とは何か。土の不忠誠な伽きと土をめぐるさまざまな二1i:

象を知ることは，地求環境を考えるうえでも亜要です。
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森と水のサイエンス
●中野秀章・有光－登・森川靖著
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地球を地j求たらしめているもの，それは水であるといえま

す。生物は水なしには生きていけません。そして、その必要

賊たるやぼう大な雄になると思われます。

地球の水の鍬は-一定不変ですカミどこででも得られるわけ

ではなく，地域による降水賊や，降水を受けとめる地表の状

態によって利川可能な難に大きな差が生じます。

ところで私たち日本人が水に不自由しないのは，森林の

おかげといってよいのですカミ水を育む森林の秘密とは.＝…。
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